
 

          平成２０年第１回嵐山町議会定例会 

 

 

議 事 日 程 （第２号） 

                         ３月４日（火）午前１

０時開議 

日程第 １ 議案第 ７号 嵐山町固定資産評価審査委員会委員の選任につき

同意を求 

             めることについて                                    

日程第 ２ 議案第 ８号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

等に関す 

             る条例の全部を改正することについて                  

日程第 ３ 議案第 ９号 嵐山町長等の給与の特例に関する条例の一部を改

正するこ 

             とについて                                          

日程第 ４ 議案第１０号 嵐山町課設置条例の一部を改正することについて        

日程第 ５ 議案第１１号 嵐山町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部

を改正す 

             ることについて                                      

日程第 ６ 議案第１２号 嵐山町職員等の旅費に関する条例の一部を改正す

ることに 

             ついて                                              

日程第 ７ 議案第１３号 嵐山町国民健康保険条例の一部を改正することに

ついて  

日程第 ８ 議案第１４号 嵐山町介護保険条例の一部を改正する条例の一部

を改正す 

             ることについて                                      

日程第 ９ 議案第１５号 嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例

の一部を 

             改正することについて                                

日程第１０ 議案第１６号 嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例の

一部を改 

             正することについて                                  

日程第１１ 議案第１７号 嵐山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条

例の一部 



             を改正することについて                             

日程第１２ 議案第１８号 嵐山町給水条例の一部を改正することについて          

日程第１３ 議案第１９号 平成１９年度嵐山町一般会計補正予算（第６号）

議定につ 

             いて                                                

日程第１４ 議案第２０号 平成１９年度嵐山町国民健康保険特別会計補正予

算（第５ 

             号）議定について                                    

日程第１５ 議案第２１号 平成１９年度嵐山町介護保険特別会計補正予算

（第３号） 

             議定について                                        

日程第１６ 議案第２２号 平成１９年度嵐山町水道事業会計補正予算（第４

号）議定 

             について                                            
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    ◎開議の宣告 

〇柳 勝次議長 皆さん、おはようございます。ただいま出席議員は 13名

であります。定足数に達しておりますので、平成 20年嵐山町議会第１回定

例会第７日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 
 

    ◎諸般の報告 

〇柳 勝次議長 ここで報告をいたします。 

  去る２月29日、埼玉県自治会館において、埼玉県町村議会議長会役員

の退職慰労に対し、清水正之議員が埼玉県町村議会議長会から感謝状を

受けました。まことにおめでとうございます。今後とも地方自治の進展にご

活躍いただきますようよろしくお願い申し上げます。おめでとうございました。 

  次に、本日の議事日程はお手元に配付しておきましたので、ご了承願い

ます。 

  それでは、直ちに本日の会議を開きます。 
 

    ◎議案第７号の上程、説明、質疑、採決 

〇柳 勝次議長 日程第１、第７号議案 嵐山町固定資産評価審査委員会



委員の選任につき同意を求めることについての件を議題といたします。 

  町長より提案説明を求めます。 

  岩澤町長。 

          〔岩澤 勝町長登壇〕 

〇岩澤 勝町長 議案第７号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げま

す。 

  議案第７号は、嵐山町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意

を求める件でございます。 

  固定資産評価審査委員会委員の任期が平成 20年３月 19日に満了と

なるため、引き続き小峰あや子氏を選任をしたいので、地方税法第 423条

第３項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 

  小峰氏の経歴につきましては添付をいたしました資料をごらん願いたい

と存じます。 

  なお、細部説明は省略をさせていただきます。 

  以上をもちまして説明を終わらせていただきます。 

〇柳 勝次議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。 

  第 10番、清水議員。 

〇10番（清水正之議員） 政党所属がどうなっているか、お聞きをしたいと

いうふうに思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  安藤総務課長。 

〇安藤 實総務課長 固定資産評価審査委員会委員につきましては、選任

に当たっての政党の所属要件はございませんで、調査してございません。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 ほかには。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 質疑を終結いたします。 

  討論は省略いたします。これにご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、討論は省略することに決しました。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題になっております。第７号議案 嵐山町固定資産評価審査

委員会委員の選任につき同意を求めることについての件は、これに同意す

ることにご異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 



〇柳 勝次議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、第７号議案 嵐山町固定資産評価審査委員会委員の選任につ

き同意を求めることについての件は、これに同意することに決しました。 
 

    ◎議案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇柳 勝次議長 日程第２、第８号議案 特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償等に関する条例の全部を改正することについての件を

議題といたします。 

  提案者から提案説明を求めます。 

  岩澤町長。 

          〔岩澤 勝町長登壇〕 

〇岩澤 勝町長 議案第８号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げま

す。 

  議案第８号は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の全部を改正することについての件でございます。非常勤特別職

の報酬額について、その適正化を図るとともに、旅費等についても必要な条

文の整備を行うため、本条例の全部を改正するものでございます。 

  なお、細部につきましては担当課長より説明をさせていただきます。 

  以上をもちまして説明を終わらせていただきます。 

〇柳 勝次議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。 

  安藤総務課長。 

          〔安藤 實総務課長登壇〕 

〇安藤 實総務課長 それでは、細部説明をさせていただきます。 

  全部改正のまず理由でございますけれども、非常勤特別職につきまして

は平成17年から19年の３年間、特例減額をお願いしてまいりました。今回、

現行の報酬額につきまして、他の市町村と比較検討を行いまして、適正額

に改定をさせていただくものでございます。 

  それから、２番目といたしまして、報酬の支給方法、支給日等について規

定をしたものでございます。これは、第３条、４条関係でございます。 

  それから、官公署の職員が審議会の委員として任命をされた場合、原則

として報酬は支給をされないわけでございますけれども、これについて明文

化したものでございます。 

  最後に、公務のため出張した場合の旅費については、議員の旅費規定

を準用しておったわけでございますけれども、当該条例におきまして独自に

規定をさせていただいたと、こういう内容でございます。 

  それでは、別表、一番最後ですね、最後に参考資料をごらんをいただき



たいと思います。各職ごとに現行額、現行額というのは平成 16年度の額で

ございます。特例減額、平成 17年から 19年の額、そして今回の改定額と

いう表になっております。特例減額につきましては、年額、月額の場合には

５％の減額、金額、日額の場合は 500円の減額ということで特例減額をお

願いしてまいりました。この額が、郡内の他の市町村と比較をいたしまして

妥当な額である場合、この場合には特例減額の額を改定額といたしました。

特例減額前の現行額が他の市町村と比較をいたしまして妥当な額である場

合、この場合は、現行額をそのまま据え置くということにいたしました。しか

し、著しく均衡を欠いているもの、こういった場合には若干の引き上げも行い

ました。 

  その他といたしまして、年額で定めている職、これは行革大綱に基づき

まして、極力日額に改めると、こういう方針でございました。これについては

１件でございますが、日額に改めさせていただきました。 

  それから、これは 12番と左側に書いてある番号のところでございますけ

れども、選挙関係の委員でございますけれども、これにつきましては国会議

員の選挙等の執行経費の基準に関する法律、これで基準額が定められて

おったわけでございますけれども、国の基準額の改正があるたびに適宜対

応しておったわけでございますけれども、その改正が必要ないように文言表

示をし、この法に基づく基準額で対応できることと、こういうふうな改正を行

ったわけでございます。 

  以上でございますけれども、よろしくお願いいたします。 

〇柳 勝次議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行い

ます。 

  第９番、川口議員。 

〇９番（川口浩史議員） 別表第２の内国旅行の旅費についてなんですが、

ここで宿泊料と食事料が載っています。宿泊料が１万 3,100円、食事が

2,600円と。食事も関連するのですけれども、宿泊料でちょっと伺いたいの

ですが、例えば１万円の旅館に泊まったとしますと、残りの 3,100円はどこ

に行くのか、伺いたいと思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  安藤総務課長。 

〇安藤 實総務課長 この宿泊の宿泊料でございますけれども、これは一

定の基準額といたしまして、定額で１夜について１万 3,100円という形で定

めたわけでございます。ただ、著しく安い金額、例えば女性教育会館ですと

か、ああいうふうなところは公立の施設で、非常に安く宿泊できるわけでご

ざいまして、そういった施設に宿泊をした場合は旅費の調整というものがご



ざいまして、その調整において現実の額に調整をするというふうな規定もご

ざいますので、そこで調整をさせていただくということになっております。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 第９番、川口浩史議員。 

〇９番（川口浩史議員） そうすると、１万円の場合は調整はきかないという

ことでよろしいようですね。 

  それで、ちょっと町長に伺いたいんですが、残りの 3,100円というのは、

この場合でしたら特別職の職員に行くということですね。これは町長にもあり

ますし、我々議員にもあるわけですね。我々が１万円の旅館に泊まれば、

3,100円は、私が行けば、私の手元に来るわけなんですよね。つまりこれ

はおかしな話ではないかなと思うのです。こういう決まりで、何もしないのに

3,100円が手元に来るわけですからね。これは実費に変えていく必要があ

ると思うのです。で、上限額をこの金額にすれば、そういうお手盛りといいま

すか、それはなくなるわけですので、その点変えていくお考えをちょっと伺い

たいと思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  安藤総務課長。 

〇安藤 實総務課長 先に私のほうからちょっと答弁をさせていただきたい

と思います。 

  これは、特別職については１万 3,100円、これは議員さんも三役も同じ

でございます。一般職の職については１万 900円というふうな形で定まって

おります。これはあくまでも、先ほどお話し申し上げましたとおり、定額で支

給をするということでございまして、仮に１万 5,000円のところ、あるいは１

万 8,000円のところ、金額を超えてやむを得ずそこに泊まったにしても、そ

の金額しか出ないというふうなことでございまして、今川口議員さんは下回

った場合の例をお話をしていただいていますけれども、これは定額でござい

まして、著しく均衡を欠くような場合ですね、先ほど申し上げたような、そうい

った場合には旅費の調整を行えるというふうなことになっておりまして、１万

3,100円のところ１万円で泊まったからといって調整が出てくるかというと、

それは出てこないというふうなことになっております。それは、くどいようでご

ざいますけれども、超えた場合でもそれまでの金額、下回った場合でもそれ

までの金額という定額の定め方をしているがゆえてございます。 

  以上でございます。 

〇柳 勝次議長 続いて、岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 今超えた場合、下回った場合、お話がありました。それを

実費にしたらというお話ですけれども、実費ということになると、基準がなくな



ってしまうわけですよね。かかった分ですから。例えば２万円のところに泊ま

って実費、１万円のところに泊まって実費ということになるのではないかと思

うのですが、一応の決まりが、基準額ができていて、その範囲で、しかも大

きく変わった場合には調整をいたしますよと、こういう状況ですので、現状こ

のとおり生かしていただければというふうに思っています。 

〇柳 勝次議長 第９番、川口浩史議員。 

〇９番（川口浩史議員） 実費の場合は、１万円で泊まったら１万円を、１万

5,000円の場合は１万 3,100円を、いわゆる１万 3,100円を上限にする

ということで条例をつくればいいわけです。そうすれば何ら問題もないと思う

のです。そうでしょう。そうすれば１万円で泊まって、3,100円、我々お手盛

りにならないわけですから、そういうおかしな制度はやっぱり変えていくこと

が必要だと思いますけれども、もう一度伺いたいと思います。 

〇柳 勝次議長 岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 今お話をさせていただいたように、実費ということを今、上

限が１万3,500円ということですけれども、例えば極端なことがあって、そう

いうような調整がきかない場所に行った場合に、そうするとどうなるかという

こともありますので、実費というのはどうなのかなというふうに、今までそうい

う形で不都合がなく来たのであって、そのまま続けていただければなという

ふうにご提案をしているわけでございます。 

〇柳 勝次議長 ほかには。 

  第 13番議員、渋谷登美子議員。 

〇13番（渋谷登美子議員） 特別職の考え方なのですが、これはちょっとこ

ちらとは直接外れるかもしれないのですけれども、公民館長と幼稚園園長

が特別職というふうな形になっていますけれども、本来ならばこれは正規職

員で取り扱うべき職になるのではないかと思うのですけれども、そこの考え

方を伺いたいと思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  安藤総務課長。 

〇安藤 實総務課長 本町の公民館長につきましては、非常勤特別職とい

うふうな形の位置づけになっております。これは、まず常勤か非常勤かとい

うところと、一般職か特別職かと、こういうふうな分類が公務員法上あるわけ

でございまして、本町においては、公民館長さんについては非常勤特別職と

いうふうな位置づけでやっていきたいというふうなことでございます。 

  なお郡内でも、公民館があって、公民館長さんが配置をされているところ

は、ほとんどが非常勤特別職になっておるというふうな状況でございます。 

  以上です。 



〇柳 勝次議長 ほかには。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 質問の確認ですか。 

〇13番（渋谷登美子議員） ２つ質問しています。公民館長と幼稚園長につ

いては、本来ならば正規の職員でというふうな形だったのですけれども、公

民館長の場合だけのお答えだったと思うのですが。 

〇柳 勝次議長 わかりました。では、答弁漏れとして、再度答弁を求めま

す。 

  安藤総務課長。 

〇安藤 實総務課長 失礼いたしました。幼稚園長さんも同様でございまし

て、嵐山町では非常勤特別職という形でお願いをしているということでござ

います。 

〇柳 勝次議長 第 13番、渋谷登美子議員。 

〇13番（渋谷登美子議員） 教育関係の考え方なのですけれども、以前も

図書館長は非常勤特別職でした。ですけれども、正規の職員がつくようにな

りました。そんな形になってくると、やっぱり別に非常勤特別職だからという

形ではなく、活発化、一つの仕事としての位置づけが全然違ってくると思う

のですが、経済的な側面という予算の関係のものがあって、非常勤でずっと

位置づけていくという考え方もあると思うのです。 

  ここにこのような形で出てきた以上、今回も、20年度もその形でやってい

くのだろうなというふうな考え方で考えるわけですけれども、町長として、私

は教育職の中では、こういった公民館というのはとても重要で、非常勤特別

職だからその人がという形ではないのですけれども、とても重要な役である

と考えています。で、また幼稚園にしてもとても大切な役で、ほとんど毎日常

勤として来ていただきたい職業のというか、立場の方であると考えておるの

ですが、その点についての町長の考え方はいかがなのですか。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 議員さんおっしゃるように、大変重要な役でございます。で

すので、そういうような形で適材適所の人をお願いをして、それで嵐山町で

は、非常勤特別職としてお願いをしているということでございまして、常勤だ

から、あるいは非常勤だからどうこうということでなくて、大変なお役をお願

いをしているという意識を持ってお願いをしておるという状況でございます。 

〇柳 勝次議長 第 13番、渋谷登美子議員。 

〇13番（渋谷登美子議員） そうしますと、私の感覚としていきますと、公民

館長が月額11万円ですかね、そして幼稚園長が月額17万円ですか、この



差というのはどこで出てきたのか。私は、同じようにとても重要な役割だと思

うのです。日数で出てくるのか、そこのところがよくわからない。責任で出てく

るのか。幼稚園の場合は、子供の命を預かるというとても大変なものもあり

ますからというふうなところで出てくるのか、その金額の差というのが納得で

きないというふうに考えるのですが、その点についてのご説明をいただきた

いと思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 お答えをさせていただきます。 

  担当のほうから最初に説明ありましたけれども、近隣の市町村との調整

も考えてということ、そして今まで嵐山町でお願いをしてきた非常勤特別職

の今までの状況等も勘案をいたし、そういう点から今回のご提示をさせてい

ただいた金額に変えさせていただいたということでございまして、何が基準、

どこがどうということでなくて、今までの状況というもの、そして近隣をという

ことで決めさせていただいて、ご提示をさせていただいたということでござい

ます。 

〇柳 勝次議長 ほかには。 

  第 10番、清水正之議員。 

〇10番（清水正之議員） 費用弁償の考え方なのだと思いますけれども、

基本的には費用弁償というものが実費になっていると思うのです。そういう

面からすれば、実費弁償というものでいいのではないかなというふうに思う

のです。 

  それで、なぜ特例減額をこの間設けてきたかと言えば、先ほど課長がお

話ししたとおりなのだと思うのです。きょうもこれから議案の中で減額の措置

の問題をとられる部分もあるわけですね。だから、そういう面からすれば、先

ほどの宿泊料の話ですけれども、実費弁償であって、上限を決めるというこ

とがあってもいいのではないかなと思うのです。費用弁償そのものの考え方

からすれば、実費というものが基本になっているかなというふうに思うので

す。そういう面からして、議会では 300円というものを、実費という形で費用

弁償の300円を決めて、今回またゼロにするわけですけれども、実費という

ものの考え方というものは費用弁償の中にあるかと思うのですけれども、そ

の辺の、まず費用弁償の考え方をお聞きしたいというふうに思いますし、そ

ういう面からすれば、実費というものであるとすれば、１万 3,000円をいか

ない部分があったとすれば、それはやっぱり実費ということの考え方の中か

らそれを適用し、町の予算を考えて上限を決めるという考え方があってもい

いのではないかというふうに思いますが、考え方をお聞きをしておきたいと



いうふうに思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  安藤総務課長。 

〇安藤 實総務課長 ただいま非常勤特別職の内国旅行の旅費等につい

てご審議をいただいておるわけでございますけれども、後ほど職員等の旅

費に関する条例の一部改正のご審議をいただくわけでございますけれども、

議員さんおっしゃられるとおり、実費というのが一番筋の通った考え方でご

ざいまして、そのような内容にこの職員の旅費条例を改正する予定になって

おります。 

  ただ、この１万 3,100円ですとか、後でほかの町長等、あるいはところ

にも出てまいりますけれども、あるいは議員さんのところにも出てまいります

けれども、さまざまなこの金額が何を根拠に下がっているのかというふうな

ことになるわけなのです。そうしますと、職員については、これは旅費法、国

家公務員の旅費の支給に関する法律、この法律が根拠になっているわけで

す。職については３級から６級職、そして町長あるいは議員さん、非常勤特

別職、非常勤の特別職の公務員の方は、どこの市町村も７級以上の根拠に

してこれを条例化をしているわけなのです。ですから、１万 3,100円のそう

いったものが根拠になっておりまして、日本全国この法を尊重しながら、地

方公務員の非常勤特別職、一般職の旅費が定められているというふうな状

況でございまして、先ほどからいろいろご議論いただいております、下がっ

た場合はどうか、上がった場合はどうかというふうな、それは議論もあるの

ですけれども、一定の額として調査をし、実施をされている金額というのは、

ずっと公務員を取り巻くこの金額についてはその法律を根拠にして定まって

きていると、また運用もされてきているということでございまして、いろんなお

考えもあるのでございましょうけれども、こういった考え方で今回も条例の改

正案を出させていただいておるということでございますので、ご理解いただ

きたいと思います。 

〇柳 勝次議長 第 10番、清水正之議員。 

〇10番（清水正之議員） いろんな根拠法令というものそのものが社会通

念上の考え方から来るのではないかなというふうに思うのです。その社会通

念上の考え方からすれば、例えば規定以下の宿泊で泊まった場合について

は、それも払うというか、それをもらうというのが社会通念上妥当ではないか

なというふうに思います。そういう面からすれば、その基準というものが、社

会通念上の考え方からすれば、一定額以下で泊まったのにそれ以上の金

額をもらうというのは、社会通念上、やはり私はおかしいのではないかという

ふうに思うのです。そういう面からすれば、もう一つの側面として、町の財政



の問題があるわけですから、そういう社会通念上の問題、それからもう一つ

の財政上の問題という面からすれば、やはりそこに上限を設けておくという

のも１つの理解を得られる問題なのだと思いますけれども、考え方をお聞き

をしておきたいというふうに思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  安藤総務部長。 

〇安藤 實総務課長 これは非常勤の特別職、あるいは他の特別職もそう

ですけれども、旅費のその考え方というのは、職員の旅費条例を準用する

のだというふうなことになっております。職員の旅費条例の中に、先ほどか

ら申し上げていますような旅費の調整というのがございまして、公用の交通

機関あるいは公用の宿泊施設を利用した旅行の場合には調整ができると

いうふうなことになっているわけです。その調整をする根拠というのは、議員

さんおっしゃられるとおりだと思うのです。一定額を下回ったものについては

そういったことで、やっぱりもとが、原資が税金ですから、そういったものは

必要最小限の経費を払っていくのだというふうな考え方があってこの条文が

できているのだと思うのです。 

  ただ、いろんな行政実例等は、公用の宿泊施設を使った場合というふう

なことがございまして、先ほど来そういうふうなご答弁申し上げているのです

けれども、今後の運用に当たって、他の市町村の状況もちょっと調査をさせ

ていただいたり、県の状況もちょっと調査をさせていただいて、もうちょっと議

員さんのおっしゃられるような考え方にのっとって調整ができるかできない

か、その辺も検討させていただければと思いますが、よろしくお願いいたしま

す。 

〇柳 勝次議長 ほかには。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 討論を終結いたします。 

  これより第８号議案 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償等に関する条例の全部を改正することについての件を採決いたします。 

  本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

          〔挙手多数〕 

〇柳 勝次議長 挙手多数。 

  よって、本案は可決されました。 
 



    ◎議案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇柳 勝次議長 日程第３、第９号議案 嵐山町長等の給与の特例に関す

る条例の一部を改正することについての件を議題といたします。 

  提案者から提案説明を求めます。 

  岩澤町長。 

          〔岩澤 勝町長登壇〕 

〇岩澤 勝町長 議案第９号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げま

す。 

  議案第９号は、嵐山町長等の給与の特定に関する条例の一部を改正す

ることについての件でございます。嵐山町長等の給与の特例減額の改正並

びに適用期限の延長を行うため、本条例の一部を改正するものでございま

す。 

  なお、細部につきましては担当課長より説明をさせていただきます。 

  以上をもちまして説明を終わらせていただきます。 

〇柳 勝次議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。 

  安藤総務課長。 

          〔安藤 實総務課長登壇〕 

〇安藤 實総務課長 それでは、細部説明をさせていただきます。 

  町長等の給与の特例減額でございますけれども、平成 17年から３年間

実施をされたわけでございます。このたびの改正につきましては、特例減額

の率につきましてまず変更させていただくと。副町長が９％の減額率だった

ものを５％の減額率に、教育長を７％の減額率を３％の減額率にさせてい

ただくものでございます。なお、町長 20％の減額率については変更はござ

いません。 

  それから、適用期限の延長でございますけれども、現行の特例減額条例

につきましては本年度末をもって期限切れになるわけでございます。これを

町長の任期でございます９月８日まで延長させていただくと、こういう内容で

ございます。 

〇柳 勝次議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行い

ます。 

  第９番、川口浩史議員。 

〇９番（川口浩史議員） そうしますと、具体的には町長から教育長まで幾ら

になるのか、伺いたいと思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  安藤総務課長。 

〇安藤 實総務課長 それでは、町長が条例で定める額が 72万6,000円



でございます。これを 20％減額いたしますと、58万 800円でございます。

副町長でございますけれども、条例で定める額が 60万 5,000円でござい

ます。これは５％削減いたしまして、57万4,700円でございます。教育長で

ございますが、条例で定める額は 56万 3,000円でございまして、減額後

の額が 54万 6,100円となるわけでございます。 

〇柳 勝次議長 ほかには。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 討論を終結いたします。 

  これより第９号議案 嵐山町長等の給与の特例に関する条例の一部を

改正することについての件を採決いたします。 

  本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

          〔挙手全員〕 

〇柳 勝次議長 挙手全員。 

  よって、本案は可決されました。 
 

    ◎議案第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇柳 勝次議長 日程第４、第 10号議案 嵐山町課設置条例の一部を改

正することについての件を議題といたします。 

  提案者から提案説明を求めます。 

  岩澤町長。 

          〔岩澤 勝町長登壇〕 

〇岩澤 勝町長 議案第10号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げま

す。 

  議案第10号は、嵐山町課設置条例の一部を改正することについての件

でございます。高齢者の医療の確保に関する法律の施行に伴い、本年４月

から創設される後期高齢者医療に関する事務を町民課の分掌事務に追加

をするため、本条例の一部を改正するものでございます。 

  なお、細部説明は省略をさせていただきます。 

  以上をもちまして説明を終わらせていただきます。 

〇柳 勝次議長 細部説明は省略します。 

  提案説明が終わりましたので、質疑を行います。 

  第 13番、渋谷登美子議員。 

〇13番（渋谷登美子議員） この後期高齢者医療に関することで、具体的



な事務はどのくらいになるのか、伺いたいと思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  馬場町民課長。 

〇馬場章夫町民課長 それでは、答弁させていただきます。 

  後期高齢者が始まるわけでございますが、事務の根拠といたしまして、

広域連合のほうでそちらのほうの事務を行いまして、町民にまつわる申請、

それから徴収関係ですか、そういったものが町村に割り当てられてまいりま

す。こちらも初めてのスタートでありまして、量的な分ははかることはちょっと

不可能なのですが、町民と接する部分の分が町に任されるという状況でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

〇柳 勝次議長 ほかに。 

  第 13番、渋谷登美子議員。 

〇13番（渋谷登美子議員） 私は、徴収にかかわる部分がかなり量的にふ

えるのかなと思うのですけれども、その点ではどのぐらいの人数を、具体的

な人数を考えていらっしゃるのか、伺いたいと思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  馬場町民課長。 

〇馬場章夫町民課長 確かに徴収部門ですか、特別徴収に関しましては、

かなりそちらのほうで処理されるかと思いますが、それから普通徴収ですか、

そちらのほうにつきまして、町のほうが主体となってまいりますが、こちらに

つきまして、大変生活の厳しい部分も入ってくるかと思われます。そうした中

で、人数をはっきりここでとらえてございませんが、その中の何割かは該当

してきてしまうのではないかというふうな考えでございます。 

〇柳 勝次議長 ほかには。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 討論を終結いたします。 

  これより第 10号議案 嵐山町課設置条例の一部を改正することについ

ての件を採決いたします。 

  本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

          〔挙手全員〕 

〇柳 勝次議長 挙手全員。 

  よって、本案は可決されました。 
 



    ◎議案第１１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇柳 勝次議長 日程第５、第 11号議案 嵐山町職員の自己啓発等休業

に関する条例の一部を改正することについての件を議題といたします。 

  提案者から提案説明を求めます。 

  岩澤町長。 

          〔岩澤 勝町長登壇〕 

〇岩澤 勝町長 議案第11号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げま

す。 

  議案第 11号は、嵐山町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を

改正することについての件でございます。学校教育法の一部を改正する法

律の施行に伴い、大学院を定義をする条番号が繰り下げられるため、本条

例の番号、関係条番号について所要の整備を行うものでございます。 

  なお、細部説明は省略をさせていただきます。 

  以上をもちまして説明を終わらせていただきます。 

〇柳 勝次議長 細部説明は省略します。 

  提案説明が終わりましたので、質疑を行います。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 討論を終結いたします。 

  これより第 11号議案 嵐山町職員の自己啓発等休業に関する条例の

一部を改正することについての件を採決いたします。 

  本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

          〔挙手全員〕 

〇柳 勝次議長 挙手全員。 

  よって、本案は可決されました。 
 

    ◎議案第１２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇柳 勝次議長 日程第６、第 12号議案 嵐山町職員等の旅費に関する

条例の一部を改正することについての件を議題といたします。 

  提案者から提案説明を求めます。 

  岩澤町長。 

          〔岩澤 勝町長登壇〕 

〇岩澤 勝町長 議案第12号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げま

す。 



  議案第 12号は、嵐山町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する

ことについての件でございます。鉄道賃等における職務給別利用区分廃止

並びに国家公務員に準じて必要な条文の整備を行うため本条例の一部を

改正するものでございます。 

  なお、細部につきましては担当課長より説明をさせていただきます。 

  以上をもちまして説明を終わらせていただきます。 

〇柳 勝次議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。 

  安藤総務課長。 

          〔安藤 實総務課長登壇〕 

〇安藤 實総務課長 それでは、細部説明をさせていただきます。 

  今回の主な改正点でございますけれども、旅費といたしまして、鉄道賃

ですとか船賃、航空賃、こういったものが支給されるわけでございますけれ

ども、全体のこの旅費条例を通して、現行条例では５級以上の管理職と４級

以下の職員で、利用できる車両、あるいは客室に差があったわけでござい

ます。これは現実的ではありませんし、他の市町村においても職員間で格

差が設けられていないと、こういうふうな状況にございますので、この際この

部分を削除をさせていただくもの、これが中心でございます。関係する条文

は、第２条、第 12条、13条、27条、28条、29条、34条にかかわるわけで

ございます。 

  それから２点目でございますけれども、第 15条、これは車賃を規定した

条文でございますけれども、現行条例では、キロメートル当たり 37円という

ものを原則としてまいりました。このたびの改正では、実費というふうな原則

に基づきまして、路面電車ですとかバス路線、こういったものがある場合に

は、その運賃によるのだというふうなことでございまして、そういったものが

ない場合に限って、キロメートル当たり 37円というふうに改めさせていただ

くわけでございます。それから、15条の２では、自家用車を使用した場合の

旅費について、ここに明文化をさせていただきました。 

  最後に、附則の関係でございますけれども、第１項は施行期日でござい

まして、本年の４月１日から施行するもの、第３項が、ここで嵐山町長及び副

町長の給与に関する条例の一部改正と、一部改正手続を附則で行っており

ます。これは、町長等につきましては、既に内国旅行の日当は支給をされて

おらないわけでございますけれども、これを第６条に明文化をしたものでご

ざいます。 

  次に、別紙でございますけれども、別紙の１、これは職員の旅費の一定

額を定めてあるものでございまして、別紙１の別表第１、内国旅行の旅費と

いうタイトルがございます。これについては変更はございません。別表第２



の外国旅行の旅費、この定額につきまして旅費法が改正になっておりまし

て、その改正された額にここで変更させていただくものでございます。 

  次に、別紙の２でございますけれども、これは町長等の旅費の一定額で

ございまして、内国旅行の旅費の車賃、宿泊料、嘱託料は変更はございま

せん。外国旅行の旅費につきまして、一般職と同様、旅費法が改正になっ

ておりますので、その金額に改めさせていただくと、こういう内容でございま

す。よろしくお願いいたします。 

〇柳 勝次議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行い

ます。 

  第９番、川口浩史議員。 

〇９番（川口浩史議員） わかりやすいので、宿泊料の問題で。実費でも町

長は問題があると、問題があるかもしれないようなことで言って、受け付け

ませんでした。私に言わせれば、こんなことがわからないで行政やっている

のかと言いたいですよ。実費で何で悪い面があるのですか。それ以上もらっ

ている私がお手盛りだと言っているのですから、当然これは改正すべきもの

ではないのですか。なぜ固定給でこだわるのかというのが私わからないで

すよ。これは当然実費にすべきです。 

  それから、近隣町村を見てと言ったって、近隣町村なんか動きなんかあ

りはしないですよ。嵐山町が先陣を切るのですよ。そういう考えを持ってやら

なければいけませんよ。大体、町長は町民のお金を預かっているのですか

らね。これは一円の無駄もなく使うのだという考えがなかったらだめですよ。

お手盛りは絶対なくすのだという考えがなかったら。そういう考えがあるのか

どうか、まず初めに伺いたいと思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 税金をどう使うかというお尋ねですけれども、おっしゃると

おりでございまして、現在でもそういうような形で、しっかり無駄のないように

予算を組んで、しかもそれを徴収する人の気持ちになって、執行する人はし

っかり意識を持ってやっていただきたいということを話ながら予算を組んだり、

計画をして実行している状況でございます。 

〇柳 勝次議長 第９番、川口浩史議員。 

〇９番（川口浩史議員） でしたら、これは改正すべきですよ。１万円の旅館

泊まったら、１万円でいいではないですか。何で１万 3,100円もらえる条例

をつくるのですか。続けるのですか。１万円にすべきではないですか。それ

を実費にしてくれということがどこに問題があるのですか。何か具体的な問

題があるのだったら、私の気がついてい問題があるのだったらおっしゃって



ください。なるほどということであれば、私はこれ引きますよ。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 説明の中にもありましたように、１万3,500円ですとか、１

万 5,000円ですとか、上限の中のものが大きく変わっている場合には調整

ができますよという説明をさせていただきましたけれども、その調整ができる

ということをお感じになっていただければなというふうに思うのです。そういう

状況で、定めた場合には調整ができる。それと、近隣においてはどのような

形にしているのかということの調査をするという係からの報告があったとおり、

今後対応はしていきたいというふうに思っております。 

〇柳 勝次議長 第９番、川口浩史議員。 

〇９番（川口浩史議員） あくまでもやる気がないわけですね。まあ驚きまし

たよ、私は。こんなことも本当に改正できないのかということで、くどいようで

すが、もらっている私がお手盛りだと言っているのですよ。当然それは改正

すべきですよ。3,100円、あの１万 3,100円って、今は旅館なんてどんど

ん安くなっているではないですか。ビジネスホテルなんて 8,000円、9,000

円で泊まれるではないですか。その差額分は議員であれば議員のところに、

町長であれば町長のところに行くのですよ。それをお手盛りではないなんて

いう考えで続けるなんていうのは、とんでもないことですよ。 

  ちょっと待ってくださいね。ちょっと反論しましょうか。固定だと言っている

のですからね。 

〇柳 勝次議長 質問をまとめていただくように。 

〇９番（川口浩史議員） 本当に私は驚きました。これをいろんなこと言って。

で、調整機能があるのだと言ったって、１万 3,000円、１万 5,000円とかと

いう場合に調整機能があるということ。あると言ったって、それは１万 3,500

円、１万 5,000円で調整機能があると言ったって、どういうことであるので

すかね。その場合は、上限で１万 3,100円でいいではないですか。そういう

余計に払っているものは、自己の持ち出しで。で、１万3,100円以下につい

て実費にするということでどこに不都合があるのですか。私はわからないで

す。これを続けるなんていうことでおっしゃる意味がね。これもう一度伺いた

いと思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  安藤総務課長。 

〇安藤 實総務課長 これは、宿泊料の関係なのですけれども、先ほど来

申し上げていますのは、これはこれ以上高い金額の旅館に泊まっても、安

いところに泊まっても、基本の定額としてはこの金額ですよと。で、これを調



整ができる場合というのを、今までの行政実例は、公用の施設、公的な、先

ほど例で申し上げました女性教育会館、ああいったところは社会通念上、一

般的な民間においての宿泊施設より安いわけですよね。そういった場合に

は調整をしなさいよというふうなことになっているわけです。そういうふうにや

ってきました。ですけれども、先ほどお話し申し上げましたのが、議員さんの

お考えを踏まえて、また現在のこの社会状況等を踏まえて、１万 3,100円

あるいは１万 900円と定まっている金額を下回って泊まった場合に、その旅

費の宿泊料の調整を、どこまで調整する範囲にやっているのか、近隣の状

況ですとか嵐山町以外のやり方をとっているところの状況は調査をさせてい

ただくと。 

  今回、川口議員さん、ここの金額を改めさせていただくとかというご提案

しているわけではないのです。前にもお話し申し上げましたとおり、今までの

条例と変更はないわけなのです、この部分についてはですね。変更、改正

を提案しているわけではないのです。今までと同じということで、ただ運用の

方法について、これについてちょっと調査研究をさせていただいて、議員さ

んのおっしゃられるような考え方にできるかできないか、お考えの基本にな

っている考え方はわかりましたので、そういった形で調査をさせていただき

たいということで答弁申し上げたいと思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 今課長から答弁したとおりでございます。 

〇柳 勝次議長 ほかには。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 討論を終結いたします。 

  これより第12号議案 嵐山町職員等の旅費に関する条例の一部を改正

することについての件を採決いたします。 

  本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

          〔挙手多数〕 

〇柳 勝次議長 挙手多数。 

  よって、本案は可決されました。 
 

    ◎議案第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇柳 勝次議長 日程第７、第 13号議案 嵐山町国民健康保険条例の一



部を改正することについての件を議題といたします。 

  提案者から提案説明を求めます。 

  岩澤町長。 

          〔岩澤 勝町長登壇〕 

〇岩澤 勝町長 議案第13号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げま

す。 

  議案第 13号は、嵐山町国民健康保険条例の一部を改正することにつ

いての件でございます。健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴

い、少子化対策の観点から２割負担対象年齢を引き上げるともに、特定健

康診査等の義務化に対応するため、本条例の一部を改正するものでござい

ます。 

  なお、細部につきましては担当課長より説明をさせていただきます。 

  以上をもちまして説明を終わらせていただきます。 

〇柳 勝次議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。 

  馬場町民課長。 

          〔馬場章夫町民課長登壇〕 

〇馬場章夫町民課長 それでは、議案第 13号の細部につきまして説明さ

せていただきます。 

  開いていただきまして、２枚目のページをお願いいたします。国民健康保

険条例でございますが、16条から成り立ってございます。そのうち今回の保

健法の改正によりまして、該当いたします４条ですか、６条につきましては、

今まで３歳未満でありましたものを６歳未満まで引き上げさせていただくもの

でございます。 

  ７条につきましては、国家公務員法ですか、こちらのほうの範囲が広いと

いうことがございまして、または例によるという言葉を使いさせながら適用さ

せていただくものでございます。また、この７条につきまして、出産育児であ

りますが、これが次の８条ですか、こちらのほうの葬祭費関係まで及んでく

るものでございます。 

  また、８条につきまして、４月から施行されます後期高齢者の医療の確

保に関する法律ですが、そちらのほうを加えさせていただくものでございま

す。 

  ９条につきましては、やはり４月から始まります特定健診、健康診査です

か、こちらのほうがスタートになりますもので、こちらの加えさせていただくも

のでございます。よろしくお願いいたします。 

〇柳 勝次議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行い

ます。 



  第９番、川口浩史議員。 

〇９番（川口浩史議員） 今度第９条で、今まで基本住民健診としていたも

のが、特定健診に変わるわけですね。で、中身も変わってくるわけですね。

例えば血液の検査の中では、総コレステロールと尿素窒素、あと尿酸、この

３つの検査がなくなり、肝機能の検査では総たんぱくの検査がなくなり、検

尿ではウロビリノーゲンというのがなくなり、心電図は医師の必要と認めた

場合に検査を受けられるということ、眼底検査も医師の必要ということでなっ

ているわけですね。これは特定健診という、このことで仕方ないわけなので

すが、やはり今まで行っていた事業に対して続けていく必要があると思うの

です。これはやっぱり町の責任で続けていく必要があると思うのです。で、

例えば尿酸というのは、ちょっと忘れてきてしまったのですが、痛風などを起

こすわけですよね。ちょっと高いという段階で、早期に治療を始めれば治療

費も安く済むわけですが、それが進んでから治療になってくると治療費も高

くなってしまうわけですね。結果、国保財政を苦しめるということにつながっ

ていくと思うのです。ですので、これを町の責任で引き続いて行っていく考え

があるか、伺いたいと思います。 

  それから、健診が、これ義務づけられます。５年後には検診率 65％にし

ろというのが政府からの指示ですよね。これに達しなかったらペナルティー

があるのだということでありますね。で、伺いたいのは、65％は可能と考え

ているのか。で、できなかった場合の罰金額は幾らになるのか、伺いたいと

思います。 

  それから、特定健診に変わっても、検診料というのは変更があるのか、

この健診のところでご説明した、変更があるのか伺いたいと思います。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  馬場町民課長。 

〇馬場章夫町民課長 大変質問いただいたわけでございますが、それでは

順次させていただきます。 

  検査項目ですか、こちらのほうがカットされた部分等がございます。その

関係でございますが、こちらのほうにつきましては、行政といたしましては病

気に対する判断ができませんので、医療関係の指示があるものにつきまし

ては、そちらのほうの検診まで加わって、検診できるような制度となってござ

います。それに対しまして、事業関係ですか、こちらのほうの 65％という数

字に達するかという問いでございますが、こちらのほうにつきましては、こち

らへクリアするような状況で対応してまいりたいというのが現在の考えでご

ざいます。可能かと言われますと、ちょっと心配な面がございますが、できる



だけこのパーセントに近づくように努力してまいりたいという考えでございま

す。 

  こちらのほうの関係につきまして、ペナルティー関係でございますが、こ

ちらのほうにつきましてはまだ示されてございませんので、ペナルティーが

あるということだけは報告をされておりますが、額といたしましてははっきり

していない状況でございます。 

  それから、検診料の関係でございますが、こちらのほうにつきましては医

療機関等のつながりがございまして、この比企地区におきましては、この地

域内、比企地区ですか、主に医者にかかれる範囲ですか、そちらのほうを

医師会と話し合いができまして、比企郡で統一単価ということで、9,000円

弱の金額によりそちらの検査がやっていただけるような状況となってござい

ます。よろしくお願いいたします。 

〇柳 勝次議長 ほかには。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 いや、手挙げていないから。 

  第９番議員、川口浩史議員。 

〇９番（川口浩史議員） 基本健診から特定健診になって、検査項目が行わ

れない部分について、町で行っていくことが私大事だろうと思っているので

すよ。先ほど申しましたように、おくれて治療したら国保を苦しめるわけです

からね。財務会計をね。だから、このお考え、町で行う考えであるのか伺っ

たのですが、これ答えていないですよね。ないでしょう。ちょっとそこだけね。

そこだけというのは、再質問でお答えですか。 

〇柳 勝次議長 答弁漏れということですね。 

〇９番（川口浩史議員） 答弁漏れで。 

〇柳 勝次議長 検査項目がカットされたものが町で行うかどうかということ

ですね。 

〇９番（川口浩史議員） そうです。 

〇柳 勝次議長 わかりました。 

  答弁を求めます。 

  馬場町民課長。 

〇馬場章夫町民課長 それでは、お答えさせていただきます。 

  検査項目の中でカットされた分につきましては、医師の指示により、指示

されたものにつきましては町の健診に加わってくるという範囲になってくると

思われます。 

  以上でございます。 

〇柳 勝次議長 第９番議員、川口浩史議員。 



〇９番（川口浩史議員） ちょっと課長勘違いされているのではないかなと思

うのです。心電図の場合は、医師が指示した場合は検査できますよ。眼底

検査もそうですよ。貧血の検査もそうなのですよ。だけれども、先ほど申しま

したように、尿酸だとか尿素窒素だとか総コレステロールだとか、これは検

尿の段階で検査するウロビリノーゲンという、ちょっと私調べてきたのですが、

ちょっと忘れてきてしまったので、説明できないのですがね。こういう項目、

ほかにもありますけれども、は、今度は検査から外れるのです。これを町が

行っていくべきではないかということなのですけれどもね。もう一度ちょっと

回答お願いします。 

〇柳 勝次議長 質疑の途中ですが、暫時休憩いたします。おおむね 10分

間。 

          休  憩 午前１１時０４分 

 

          再  開 午前１１時２５分 

〇柳 勝次議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  先ほどの川口議員の質問に対し答弁を求めます。 

  馬場町民課長。 

〇馬場章夫町民課長 大変貴重な時間を浪費いたしまして、申しわけござ

いませんでした。それでは、報告させていただきます。 

  質問の中に、次年度ですか、抜けるものはどうかというお尋ねから始ま

った一件かと思います。それで、検診項目といたしまして、明らかに抜けて

まいりますのが尿酸ですか、こちらのほうが抜けてしまいます。これにつき

ましては次年度ですか、町としては検診を考えてございませんでした。それ

で、20年度から始まる項目につきましては、基本項目を基本に考えさせて

いただいたものでありまして、尿酸が抜けてしまったという状況でございます。

こちらのほうは痛風関係に関連する項目らしいのですが、これはとりあえず

考えていなかったということでご理解いただければと思います。よろしくお願

いいたします。 

〇柳 勝次議長 第９番、川口浩史議員。 

〇９番（川口浩史議員） 尿酸とか、先ほども申しましたように、総コレステロ

ールだとか尿素窒素、尿酸、これが血液検査の中で抜けたわけですね。で、

肝機能の検査では総たんぱくとアルブミンの検査が抜けているわけなので

すよ。ふえたものはないのです、基本的に。質問項目の中で、今薬を何か

飲んでいますかというのが、聞くだけの項目がふえただけで、あと身体測定

で腹囲、この測定がふえたというだけで、ふえていないのです。 

  では、考えていないということであるわけですけれども、やっぱりこれ考



えていったほうが、初期の段階で自分がここが悪いのだと気づいて、早目の

治療を、あるいは食事療法というか、そこまでいかなくても、そこに気をつけ

るようなことをやっていったほうが、結果的に国保の会計を苦しめないので

はないかなと思うのですけれども、ちょっとこれ町長に伺いたいと思います。

そのお考えがないか、伺いたいと思います。 

  それから、健診５年後で 65％というのはかなりというか、心配だとおっし

ゃるわけですね。ペナルティーを科すという国の考えもどうかなと思うのです

けれども、ただ健診は上げていく必要はあると思うのです。どんなふうにして

上げていこうとしているのか、今までどのぐらいだろうな、３割ぐらいでしたか

ね、今現状をちょっとお聞かせいただいて、どのように上げていくのか、その

方向性も伺っておきたいと思います。 

  それと、検診料が全体で１回 9,000円ということですが、個人負担がふ

えていくのかどうかお聞きしているので、その点ちょっともう一度伺いたいと

思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  馬場町民課長。 

〇馬場章夫町民課長 お答えさせていただきます。 

  とりあえず検診料の関係でございますが、個人負担 900円を予定してい

るところでございます。 

  それから、検診項目にふえたところがないというご指摘でございますが、

そのとおりになってくるかと思います。また、この尿酸ですか、いずれも検査

したほうがよいことは間違いないと思います。ただ、こちらにつきましては初

年度、事業…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇馬場章夫町民課長 パーセントを上げるという事業につきましては、初年

度多く参加いただきながら、５年間のうちにその65％ですか、クリアできるよ

うに努力するしかないのではないかと考えてございます。明細な通知等によ

りまして、住民の方々が進んで参加できるような方法をとってまいりたいとい

うふうに考えてございます。よろしくお願いします。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 検診項目の減、そしてもちろん対応はということですね。

検診項目で、今ちょっと詳しいことはわからないのですけれども、今の話の

中で、例えば総コレステロールの検査がなくなったとありますよね。だけど、

総コレステロール値の見方というのが変わってきているわけですよね。いわ

ゆる善玉コレステロール、悪玉コレステロールとかなんとかって、あれの数



値で、善玉がふえている場合には、総コレステロール値は多少オーバーし

ていても問題ない。だけども、いわゆる悪玉というのがふえている場合には

問題なのだというようなこと、そんなのを、いろいろ検査の項目って、あるい

はその数値というのの見方というものも変わってきているのではないかと思

うのです。そういうものも幾分入っているのかなという気がするのと、今言っ

た検尿というのがやるのだと思うので、何で尿酸だけやらないのかというの

も、ちょっと今の質問だけだとわからないので、調べてみたいと思うのです、

もっと詳しく。 

  それで、今までそういうものをやっていて、必要なくなったならやめてしま

っていいわけですけれども、痛風なんかの一番わかりやすい数値と今まで

は言われてきているわけですので、なぜそれがなくなったのか。だから、ほ

かのところに何か入っているなら別ですけれども、そんなようなことも含めて、

いずれにしてももっと詳しく検討してみたいと思います。 

  それで、町はということですけれども、これについて検診を、現状はという

今質問ありましたけれども、30％ぐらいのものですよね。それが 65％という

ことですから、かなり頑張らないといけないのは間違いないわけで、それで、

それを……まあ、こんなことを言うのはやめておきましょう。そういう大変厳し

い状況のわけですよ。ですので、それをどうするかということもあるのですけ

れども、始めてみないとわからない部分もあるのです。ですので、そういう現

状を勘案をしながら、町のほうでもどういうふうな対応を、しっかりやるのは

しようがないのですけれども、どんなふうな形でやっていくか、それで人的に

はどういうことになるのか。そうすると、そういうことが庁舎全体の中でどう影

響してくるのかということもありますので、もう少し動きを、初年度ですので、

見ながら的確に対応を遅滞なくやっていきたいなというふうに思っておりま

すので、現状ではそんなところでちょっとお許しいただければと思うのですが。 

〇柳 勝次議長 ほかには。 

  第 10番議員、清水正之議員。 

〇10番（清水正之議員） 特定健診なのですが、これがどうして４月から始

めるのかというものを、まずちょっと話をしておきたいと思うのです。今まで

は住民健診というもので、町全体の住民を対象にやっていたかと思うのです。

今度は後期高齢者が導入されることによって、いわゆる成人病と言われる

問題をなくしていこうというのが問題なのですけれども、この特定健診そのも

のは、75歳以上の人はこの特定健診からすべて外されてしまうのです。そ

のお年寄りの健診をやるかどうかは、広域連合が決めるのだというふうに言

っているのです。その特定健診のいわゆる 60 歳、65％というペナルティー、

私はこれきちっと、今把握していないということなのですけれども、それをぜ



ひ知っておいてもらいたいと思うのですが、要するに特定保険料が加算をさ

れるということになるのです。それがペナルティーなのです。で、65％いかな

ければ特定保険料が加算される。 

  では、特定保険料というのは何かということですけれども、今度の後期高

齢者の医療費、後期高齢者医療制度が導入されることによって、現役世代

は後期高齢者の医療費、その制度のために特定保険料というものを徴収す

るのです。その保険料が、町の健診が65％いかなければ、その人たちの保

険料が加算されますよと。要するに高齢者と現役世代を分けてしまおうとい

うのが政府の考え方です。町が 65％いかなければ、現役世代の人に保険

料をつけますよというのがペナルティー、そのことはぜひこの健診をやって

いく上では、嵐山町にしてみれば圧倒的に現役世代のほうが多いわけです

から、その人たちの保険料が上がってしまうという、全く理にかなわない制

度そのものなのです。で、私ペナルティーの内容をちょっとお聞きをしようと

思ったのですけれども、中身はそういう中身です。 

  もう一つは、いわゆる 40歳からの今まで健診を受けていた人なのです

けれども、国民健康保険の加入者については自治体がやりなさいと。それ

から社会保険の扶養、奥さんたちは会社が自治体と契約をして実施をしな

さいというふうになっております。それから、自治体の果たす役割って非常

に大きくなるわけなのです。そういう面では、ただそういうふうに言っても、そ

の自治体によっては国保以外の人たちの健診をできない自治体が多いだろ

うというふうに全国的に言われております。その対応を一つ嵐山町はどうい

うふうにとるのか、お聞きをしておきたいというふうに思います。 

  もう一つは、では 75歳以上の人たちが、今度は町では健診をやらなくな

るわけですから、ではそういう人たちの健康をどういうふうに守っていくかと

いうものを考えなければいけないと思うのです。１つは、一番いいのは、広

域連合が実施してくれれば一番いい話ですよね。だから、広域連合のほう

から、要するに県のほうから、その 75歳以上の人たちの助成をしてください

と、年額。そうすれば、町が実施できるわけです。しかし、今県はそれはやら

ないと言っていますよね。だったら、嵐山町はどういう選択をするかというの

が迫られると思うのですけれども、75歳以上の人たちの健診をどうしていく

か、これは検診項目云々ではないのです。75歳以上の人たちというのは健

康診査、要するに住民健診そのものからもう除かれてしまっているというこ

とですから、だからそういう面では、町はどういうふうにお年寄りの健診をや

っていくのか、お聞きをしておきたいというふうに思うのです。 

  もう一つ、検診料の問題です。先ほど、国保の人は比企医師会のほうと

の連携で約 9,000円、多分 8,990円だと思うのですけれども、検診料とし



てやってできると。それから、そのうちの個人負担ですから、個人負担 900

円ということなのですけれども、社会保険の人たちは、県医師会との契約で

6,900円でできるということになりますよね。そういうふうになると、では社

会保険に入っている人たちのほうが検診料が安くなるわけですよね。国保

にも入っている人たちよりも。900円の補助金では、とても社会保険の人た

ちと同額にはならない。この差額、やはりどこかで埋めなければならないと

は思うのですが、いずれにしても、社会保険の被扶養者については県と町

が契約をして実施をするというふうになると思うのですけれども、そうなった

場合に、社会保険に入っている人のほうが安くできる。国保に入っている人

は、1,000円ぐらい違うわけですよね。個人負担が 900円ですから、町の

財政としては 1,000円ぐらい違ってくるわけですね。社会保険のほうが

6,900円だと思うのですけれども、個人負担がどのくらいなるかわかりませ

んけれども、多分無料なのか、その辺ちょっとわかっていたらお聞きをした

いというふうに思います。いずれにしても、社会保険に入っていようが、国保

に入っていようが、住民負担そのものは同じにしなければならないのだと思

うのです。それが、そういうことですね。 

  もう一点は、いずれにしても今度はそういう形になりますと、国保への影

響が出てくると思うのですけれども、国民健康保険として、この健診も含め

て、国民健康保険への影響はどういうふうに出てくるのか、お聞きをしてお

きたいと思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  馬場町民課長。 

〇馬場章夫町民課長 高度な質問でございまして、答弁に参っているところ

でございます。国保のほうで行う額は、比企医師会等の話し合いの中で決

まってまいりました。社会保険のほうも、頭にちょっと入っていないのですが、

先ほどの額になってくるかと思います。 

  それで、話の中では、そちらのほうへ国保も加えるというような話ですか、

会話をしたわけですが、とりあえず行政といたしましては、町民の方を対象

にしておりますので、こちらを先決させていただきまして、その扶養者の関係

ですか、そちらにつきましてはまだ結論出ていない状況でございます。 

  それから、75歳以上の健診をどうするかという項目があったかと思いま

すが、こちらのほうにつきましては…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 質疑の途中ですが、暫時休憩いたします。おおむね 10分

間。 

          休  憩 午前１１時４５分 



 

          再  開 午後 １時３０分 

〇柳 勝次議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  午前中の清水議員の質問に対し答弁を求めます。 

  馬場町民課長。 

〇馬場章夫町民課長 たびたび時間を空費いたしまして、まことに申しわけ

ございません。 

  それでは、質問に関係でございますが、75歳以上の健診、勉強不足で

申しわけありません。こちらのほうが広域連合のほうで計画いたしまして、

町へ委託になりまして、町のほうで実施することになりまして、１人当たり

8,990 円の額を予定しております。また、こちらに関します個人負担ですか、

900円ほどを見込んでおるところでございます。 

  また、被用者保険の関係でございますが、こちらのほうが集合契約にな

っておりまして、県医師会のほうで行いまして、各保険者ですか、行いまして、

6,900円でございます。本人負担といたしまして、１割程度の 700円が予

定されるということでございます。こちらのほうの検診項目が、ヘモグロビン

Ａ１ｃというのですか、こちらのほうが抜けておりまして、こういった単価のず

れが起きているかと思います。75歳以上のほうの関係につきましては、医

師会でやってもらうため、その判断力ですか、そちらのほうが加算されてい

るために、こういった差が生まれているかなと思います。 

  最後に、影響分ということでございますが、こちらのほうの健診が率を上

回らない場合につきましては、そちらのほうの増減額プラス・マイナス 10％

ですか、そういった額から伴いまして、支援分にはね返ってくると思われま

す。それにはね返ることにより、また税額ですか、そちらのほうの影響が出

てきてしまうかと思います。それが出ていってまいりますのが５年後ですか、

その５年までたたないうちに、気をつけて事業対応していくことが重要かなと

思っております。 

  こちらのもう一つ、１点でございますが、影響に関しましては、今度は保

健指導ですか、そちらのほうに関しても大きな影響が出てくるのではないか

と心配しているところでございます。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇柳 勝次議長 第 10番、清水議員。 

〇10番（清水正之議員） 後期高齢者そのものは、非常にこういうものは動

いている状況で、性格な情報を把握するというのがなかなか難しいかと思う

のですけれども、実は２月３日付の毎日新聞なのですけれども、被用者保

険、いわゆる社会保険の本人については職場で実施をすると。で、被扶養



者ですけれども、要するに社会保険の扶養の奥さんたちについては住所地

で受けられるように、主に市町村などへ委託するのだというふうに発表され

ているのです。それで、この中身からすると、その社会保険の奥さんや息子

さんたちもいるのかと思うのですけれども、そういう人、扶養に入っている人

については、そこの住所地、いわゆる嵐山なら嵐山のところでの市町村で実

施をするというふうに言われているわけなのです。それで、実はこの問題で、

市町村の対応について、この毎日新聞の発表では６割が対応できないとい

うふうに発表になっているのです。それを実施するかどうかについても、３割

が未定と。要するに９割の自治体が、この特定健診について実施ができる

かどうかわからないというふうな発表がされているのです。 

  で、一体、では嵐山町については、被扶養者に対してどういうふうな状況

になっていて、どういうふうな健診をされるのか。先ほどの話ですと、保険者

のほうで全部実施するというふうに話がありましたけれども、確かに新聞発

表ですと、社会保険の本人については、そこの保険者のほうで実施をする

のだけれども、扶養者については市町村に委託をするのだというふうな発

表なのです。それで、そういう面では、その現時点の問題で、この被扶養者

に対してどういうふうな対応をとっていくのか、お聞きをしておきたいというふ

うに思います。 

  それから、75歳以上の話ですけれども、今の話ですと、広域連合から委

託を受けて町が実施をするという話だったと思うのです。それで、だとすると、

その広域連合そのものが実施をすることにはなるのだと思うのですけれども、

私はやっぱりこれは自己負担、恐らく話の内容ですと自己負担も 900円と

いうことになると思うのです。後期高齢者の場合は、少なくも保険料を、その

制度の中に入って保険料を下げて、医療もその中から受けるということです

から、むしろ実施主体である広域連合が全額持って、町にその全額をお願

いするというのが私は本来の趣旨なのだと思うのです。結局、75歳以上の

人については、広域連合については、この話ですと、お金も出さないし、何

もしないと。町に全くお任せしてしまうのだというふうにとれるのですけれども、

もともと広域連合そのものが埼玉県の中の組織ですから、私はしっかりと県

が広域連合に予算をつけて、補助金を出して、広域連合が実施をするとい

うふうにしていくことが筋だというふうに思うのです。 

  そういう面からすると、この 75歳以上を市町村が実施をするということに

なると、いずれにしてもこれは、75歳以下についても町の国保が、町が実

施主体であって、その部分というのは国民健康保険が受け持っているのだ

と思うのです。それで、そういう面からすると、75歳以上の部分についても

町の費用が出ていかざるを得ないというふうに思うのですが、そういう点か



らしても、町の国保の影響というのは大きくなってくると思うのですけれども、

この75歳以上の人たちの対応をどういうふうに考えるのか、また75歳以上

と以下で健診内容が同じなのかどうか、お聞きをしておきたいというふうに

思います。そういう面では、先ほど国保の影響というのは、支援分と保健指

導の部分について影響が出てくるというふうに言われましたけれども、まさ

にそういうことなのかなというふうに思って、この２点についてお聞きをして

おきたいというふうに思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  馬場町民課長。 

〇馬場章夫町民課長 お答えさせていただきます。 

  この被保険者のほうの関係でございますが、指導の関係ですか、こちら

のほうにつきましては、県のほうから町に対しましてアンケートがございまし

て、町で実施状況はどう、実施可能かどうかという問い合わせがございまし

て、アンケートには町として難しいというふうに県のほうへは出してあるとこ

ろでございます。それが９割近くを占めた要件かなと思います。それで、人

数ですか、やがて増加してまいります人数につきまして、町の施設ですと、

こちらのほうも大変になってくるかなということもございます。 

  失礼しました。75歳以上の関係でございますが、こちらのほう、健診で

すか、こちらのほうにつきましては、町が委託されていくわけでございますが、

そちらのほうの費用につきまして、１人当たり7,200円の負担ということで、

連合会のほうから町に交付されてまいります。そういった経費で賄っていく

ようになると思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇柳 勝次議長 第 10番、清水正之議員。 

〇10番（清水正之議員） 先ほど言ったように、では社会保険の扶養者に

ついては町はどういう対応をとるのか、もう一回お聞きをしておきたいという

ふうに思います。アンケート調査云々はわからないのですが、まず嵐山町と

して社会保険の扶養者についてどういう対応をとるのか。 

  もう一点確認なのですけれども、75歳以上の人の健診について、広域

連合から１人当たり 7,200円の補助というか、そういうのが来るということ

でいいですね。それだけ確認をしておきたいと思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  馬場町民課長。 

〇馬場章夫町民課長 それでは、75 歳以上の費用の関係でございますが、

１人当たり 7,200円、本人負担が 900人ですか、その残った 890円分が

町が負担になってまいると思います。それから、被扶養者のほうの関係の

健診につきましては、現段階無理ということで考えてございます。 



  指導ですか。指導対応につきましては、現段階では実施できない状況で

ございます。 

〇柳 勝次議長 ほかには。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

  第 10番議員、清水正之議員。 

          〔10番 清水正之議員登壇〕 

〇10番（清水正之議員） 日本共産党、清水正之です。議案第13号 嵐山

町国民健康保険条例の一部を改正することについて反対をいたします。 

  まず第１は、健診の変質とペナルティーの問題です。これまで自治体が

住民に実施してきた基本健診や、使用者が労働者に対して行ってきた事業

健診は、住民や労働者の健康保持、病気の早期発見、治療を目的としてき

ました。ところが、特定健診はその最大の目的を医療費削減としています。

健診内容の目玉は、メタボリックシンドロームの予防、改善です。保険者は

側位測定を軸に、メタボの保険加入者を見つけ出し、保健指導を行うことが

義務づけられます。 

  重大なのは、健診の受診率や指導による改善率が悪い医療保険には、

特定保険料の加算というペナルティーが科せられることです。政府が個々

人に対して健康づくりを怠ったと決めつけて、原因の究明、解決もせずに、

自己責任の名でペナルティーを科すのはまさに本末転倒です。住民が保険

料を払うのは、必ずしも健康が損なわれたときに、安心して医療を受けるた

めです。保険料を懲罰の道具に使うのは、公的医療保険の役割を変質させ

るものにほかなりません。 

  第２は、特定健診が住民や労働者の負担増となる問題です。特定健診

の導入により、従来老人保健法に基づいて自治体が公費で行ってきた基本

健診が廃止され、健診の実施主体が国保に移ります。費用の市町村分は

国保財政から拠出され、国保税の値上げにつながることになりかねません。

従来の基本健診は、40歳以上のすべての住民が対象でしたが、特定健診

では 75歳以上の人が対象外となります。これが今話になったとおりであり

ますが、嵐山町としては、実施をするとしても、１人当たり 890円の町負担

が出てきます。これも国民健康保険の負担増になりかねないと考えます。同

時に、労働安全衛生法に基づく事業者保険は継続されますが、ここでも従

来は全額被用者負担だった健診の一部が保険負担となることによって、保

険料値上げが懸念をされます。 

  こうした財源問題と健康の目的がメタボ摘発に特化されたことを受けて、



健診内容が後退、縮小するという問題も各保険で問題となっています。これ

では、病気の予防、早期発見に逆行しかねません。新たに始まる特定健診、

保健指導は、医療費削減と自己責任の名で健診の趣旨をゆがめ、住民の

健康保持に対する国の責任を後退させる一方、住民、労働者に新たな負担

増を押しつけるなど、問題だらけです。 

  最後に、除かれた検診項目について、町独自で措置することをはじめ、

住民健診の一層の努力を求めて反対討論とします。 

〇柳 勝次議長 討論を終結いたします。 

  これより第 13号議案 嵐山町国民健康保険条例の一部を改正すること

についての件を採決いたします。 

  本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

          〔挙手多数〕 

〇柳 勝次議長 挙手多数。 

  よって、本案は可決されました。 
 

    ◎議案第１４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇柳 勝次議長 日程第８、第 14号議案 嵐山町介護保険条例の一部を

改正する条例の一部を改正することについての件を議題といたします。 

  提案者から提案説明を求めます。 

  岩澤町長。 

          〔岩澤 勝町長登壇〕 

〇岩澤 勝町長 議案第14号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げま

す。 

  議案第 14号は、嵐山町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を

改正することについての件でございます。介護保険法施行令及び介護保険

の国保負担金の算定等に関する政令の改正に伴い、平成 20年度におい

ても税制改正の影響を受けた者に対して激変緩和措置を継続するため、本

条例の附則を改正するものでございます。 

  なお、細部につきましては担当課長より説明をさせていただきます。 

  以上をもちまして説明を終わらせていただきます。 

〇柳 勝次議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。 

  井上健康福祉課長。 

          〔井上裕美健康福祉課長登壇〕 

〇井上裕美健康福祉課長 それでは、議案第 14号の細部につきましてご

説明を申し上げます。 

  今回の改正は、税制改正の影響によりまして、保険料が大幅に上昇す



るものにつきまして、平成 18年度及び平成 19年度に講じました激変緩和

措置を規定しております附則を改めさせていただくことが主な内容でござい

ます。 

  それでは、改正条例をごらんいただきたいと思います。初めに、第３条の

見出しの保険料を保険料率にする改正につきましては、条例の本文が保険

料率となっておりますので、改めさせていただくものでございます。 

  次に、第 15条第１項を第２条第１項にする改正につきましては、保険料

率の引用条文が誤っていたため、改めさせていただくものでございます。 

  次に、第３条第１項第１号から次のページの第７号まで、及び第２項の第

１号から第７号までの条文中の改正につきましては、介護保険法施行令等

の一部を改正する政令から引用いたしました条、項、号に誤りがございまし

て、改めさせていただくものでございます。 

  次に、追加いたしました第３項でございますが、第２項と同様に、平成 20

年度も激変緩和措置を継続していくため、新たに追加させていただくもので

ございます。 

  附則でございますが、施行日は本年４月１日とするものでございます。 

  以上で細部説明を終わらせていただきます。 

〇柳 勝次議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行い

ます。 

  第 10番、清水議員。 

〇10番（清水正之議員） 今までこういうふうに介護保険の仕事をやってき

て、条文が誤っていたという話なのですけれども、影響はなかったのかなと

いうのが心配されるのですけれども、少なくとも見直しのときにされたかどう

かというのは、私もちょっと覚えていないのですけれども、その条文に該当

する部分をあったかなかったかは、その辺はわかりませんけれども、そのと

ころは大丈夫だったのかどうか。同時に、確かに激変緩和措置で、年次ごと

にということであるのですが、嵐山町に介護保険料そのものは県下でも非

常に高い価格、たしか５番目か６番目ぐらいだったと思うのですけれども、こ

こに来て県内自治体には介護保険料を引き下げるという動きも出てきてい

ます。多分前の中でも論議した後期高齢者の関係と一緒に年金から天引き

されるというふうに、４月からそういう形になりますから、その辺も考慮して、

ある自治体では、幾つかの自治体では介護保険料そのものも下げていくと

いう自治体も生まれてきているわけですけれども、嵐山町では保険料その

ものはまだ引き下げるということにはなっていないのですけれども、その辺

の考え方、あわせてお聞きしておきたいというふうに思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 



  井上健康福祉課長。 

〇井上裕美健康福祉課長 お答えいたします。 

  引用いたしました条文に誤りがございましたわけでございます。平成 18

年３月議会で多分お願いをした改正の中でこういう誤りがあったわけでござ

いまして、しかしながらこの引用しました条文の中に、最終的にこの第１段

階から第５段階、あるいは第２から第５、第３から第５、４から５、それぞれの

段階区分がございまして、金額が示してございます。この示した金額が激変

緩和措置の金額でございまして、これに対しては誤りがございませんので、

影響はなかったというふうにお答えをさせていただきたいというふうに思いま

す。 

  それから、保険料の引き下げの考えはということでございますけれども、

保険料につきましては、第３期の期間ということで決めさせていただいて、今

平成20年度が第３期の最後の年ということでございます。幸いにいたしまし

て、平成 19年度は予定しておりました保険料の範囲の中でうまく推移がで

きておりまして、給付費が推移できておりまして、若干の繰り越しも見込まれ

る予定でございます。しかしながら、今までの経緯もございますので、20年

度に、21年度からの３カ年の第４期の計画を策定するわけでございますの

で、それにあわせまして保険については介護保険運営協議会の委員さんも

いらっしゃいますので、その中で協議をしていただければというふうに考えて

おります。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 第 10番、清水正之議員。 

〇10番（清水正之議員） ちなみに、今年度末の基金の保有額がどのくら

いになるか、お聞かせ願いたいというふうに思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  井上健康福祉課長。 

〇井上裕美健康福祉課長 お答えいたします。 

  基金につきましては、平成 18年度で 1,000万円の積み立てをいたしま

した。平成 19年度で 800万円の積み立てを予定しております。それから、

18年から 19年にかけまして繰り越しもございました。今年度末でございま

すが、おおむね 2,300万程度というふうに考えております。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 ほかには。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 



          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 討論を終結いたします。 

  これより第 14号議案 嵐山町介護保険条例の一部を改正する条例の

一部を改正することについての件を採決いたします。 

  本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

          〔挙手全員〕 

〇柳 勝次議長 挙手全員。 

  よって、本案は可決されました。 
 

    ◎議案第１５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇柳 勝次議長 日程第９、第 15号議案 嵐山町活き活きふれあいプラザ

設置及び管理条例の一部を改正することについての件を議題といたします。 

  提案者から提案説明を求めます。 

  岩澤町長。 

          〔岩澤 勝町長登壇〕 

〇岩澤 勝町長 議案第15号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げま

す。 

  議案第 15号は、嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条例の

一部を改正することについての件でございます。活き活きふれあいプラザや

すらぎの利用時間を変更するため、本条例の一部を改正するものでありま

す。 

  なお、細部につきましては担当課長より説明をさせていただきます。 

  以上をもちまして説明を終わらせていただきます。 

〇柳 勝次議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。 

  井上健康福祉課長。 

          〔井上裕美健康福祉課長登壇〕 

〇井上裕美健康福祉課長 議案第 15号の細部につきましてご説明申し上

げます。 

  改正条例をごらんいただきたいと思います。別表で規定しておりますや

すらぎの利用時間を改めさせていただくものでございます。 

  大変申しわけないことで、おわびをしなければならないわけでありますが、

条例で規定しております利用時間と現在やすらぎで実際に運用しておりま

す利用時間が異なっておりまして、この表のとおり改めさせていただくもので

ございます。なお、浴室の利用時間につきましては、トレーニングルームの

使用時間を考慮いたしまして、30分延長いたしました。 

  附則でありますが、本年４月１日からとするものでございます。 



  以上で細部説明を終わらせていただきます。 

〇柳 勝次議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行い

ます。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 討論を終結いたします。 

  これより第 15号議案 嵐山町活き活きふれあいプラザ設置及び管理条

例の一部を改正することについての件を採決いたします。 

  本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

          〔挙手全員〕 

〇柳 勝次議長 挙手全員。 

  よって、本案は可決されました。 
 

    ◎議案第１６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇柳 勝次議長 日程第10、第16号議案 嵐山町重度心身障害者医療費

支給に関する条例の一部を改正することについての件を議題といたします。 

  提案者から提案説明を求めます。 

  岩澤町長。 

          〔岩澤 勝町長登壇〕 

〇岩澤 勝町長 議案第16号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げま

す。 

  議案第 16号は、嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一

部を改正することについての件でございます。老人保健制度が後期高齢者

医療制度へ移行されることに伴いまして、所要の改正を行うため、本条例の

一部を改正するものでございます。 

  なお、細部につきましては担当課長より説明をさせていただきます。 

  以上をもちまして説明を終わらせていただきます。 

〇柳 勝次議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。 

  井上健康福祉課長。 

          〔井上裕美健康福祉課長登壇〕 

〇井上裕美健康福祉課長 議案第 16号の細部につきましてご説明を申し

上げます。 

  改正条例をごらんいただきたいと思います。第１条中の改正であります

が、75歳以上の後期高齢者が高齢者の医療の確保に関する法律の施行



に伴いまして、独立した保険制度の被保険者になることから、これを追加す

るものでございます。 

  次に、第２条中の改正でございますが、老人保健法施行令の題名が高

齢者の医療の確保に関する法律施行令に変更されることに伴う改正及び

身体障害者手帳１級から３級の所持者並びに療育手料マルＡ、Ａ、Ｂ所持

者以外の 65歳以上の方の障害程度の認定が、町長から埼玉県後期高齢

者医療広域連合に変更されたことによる改正でございます。 

  次に、第３条第１項本文中、それから次のページの第９条及び第 11条

の改正につきましては文言を整備するものでございます。 

  次に、第３条第１項第１号中に追加いたしました区につきましては、埼玉

県以外の後期高齢者医療医療広域連合の被保険者を除外する規定でござ

います。 

  次に、追加いたしました第９号は、県外の病院や施設に入院、入所また

は入居する前に本町内に住所を有していた者の住所地特例でありまして、

県外の病院や施設に入院、入所していても、対象者とするとした規定でござ

います。 

  次に、第６条及び第７条の見出し並びに本文中の受給者証または受給

証明書を受給者証に改めることにつきましては、現在 75歳以上の高齢者

に発行しております受給証明書には有効期限がなく、受給者番号が入って

いないものを交付しておりましたが、保険者が広域連合となるため、他の受

給者と同様の受給者証にこれを統一させてもらうものでございます。 

  附則でございますが、第１項は施行日を本年４月１日とするものでござい

ます。第２項は、この条例の施行日前に嵐山町国民健康保険の規定に基

づきまして、対象であった者、後期高齢者医療制度の移行後も施設等を退

所するまでの間は施行前の住所地特例によりまして、資格登録をされてい

る市町村において引き続き対象者とするとした経過措置を規定したものでご

ざいます。４月１日以降につきましては広域連合が県単位で行われるため、

県内の市町村間での住所地特例の取り扱いはなくなるということでございま

す。 

  以上で細部説明を終わらせていただきます。 

〇柳 勝次議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行い

ます。 

  第９番、川口浩史議員。 

〇９番（川口浩史議員） 第２条の３号、これが今までは町長の認定で行わ

れていたわけですね。今度、広域連合に変わるわけですね。身障者の場合、

広域連合に入ってもいいし、入らなくてもいいということでありますね。入った



場合はこういうことで受けられるわけですけれども、入らなかった場合も受

けられるのか、この支給の対象になるのか、その点を確認したいと思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  井上健康福祉課長。 

〇井上裕美健康福祉課長 お答えいたします。 

  第２条の第１号、第２号が略になっておりますが、ここに第１号に身障手

帳の保持者、これが入っております。第２号に療育手帳の所持者、これが規

定されておりまして、第３号でございますけれども、これは寝たきり者等でご

ざいまして、この中で入らなくても受けられるかということでございますけれ

ども、65 歳以上の方はご自分の意思で選択できるということでございまして、

入らなくても入っても、これに該当すれば適用があるということでございます。 

〇柳 勝次議長 第９番、川口浩史議員。 

〇９番（川口浩史議員） そうですか。わかりました。 

  これはちょっと要望でいいのですけれども、これからも切りかえが可能な

わけですよね。一たん入らなかったという人も、またこっちに。そのそれぞれ

の障害の程度とかによって損得がありますのでね。そういうときにきめ細か

い説明をしていってほしいのですけれども。要望ではなくて、ちょっとお答え

いただきたいと思います。わかりますか。 

〇柳 勝次議長 説明をする必要があるから、それができるかどうかという

質問ですか。 

〇９番（川口浩史議員） そうですね。そういうことです。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  井上健康福祉課長。 

〇井上裕美健康福祉課長 ご質問いただきましたとおり、当然担当課とい

たしましてはきめ細かい対応を、今までも実施しておりますし、これからもさ

せていただくということでございます。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 ほかには。 

  第 10番、清水正之議員。 

〇10番（清水正之議員） これは重度心身障害者に関する条例改正なので

すけれども、先ほど話がありましたように、後期高齢者医療制度に入るかど

うかという問題については、医療費だけ考えれば、嵐山町の場合は医療費

も入院給食費も無料になっていますから、入っても入らなくても同じだという

ふうに思うのです。 

  ただ、国民健康保険や社会保険の人が、今度は後期高齢者医療制度に

入ることによって、１つは医療の面で、今度は医療の面では後期高齢者の



医療が該当してくるわけですから、今までと、75歳以上の人と同じような医

療制度になってくるというふうに思うのです。 

  そこで今、後期高齢者のほうに例えば国民健康保険から入った場合に

は、前回の議会でもお話ししたように、75歳以上の場合は医療の制限が出

てくるというふうになるわけですね。障害者の場合は、障害の程度が重くな

ればなるほど、特に合併症の場合なんかはそうだと思いますけれども、医

療の制限をされることによって、命にかかわる問題が出てくるというふうに思

うのです。そういうことから考えれば、医療の面から考えれば、入らないほう

がいい人もいるというふうに思うのです。 

  もう一つは、保険料の問題ですよね。先ほど町長にお渡ししました、これ

病院でもらってきた資料なのですけれども、今政府がこの後期高齢者を実

施するということを決めておきながら、ここで凍結をするという話が出てきま

した。で、その凍結を中身がどうかということというふうに考えますと、要する

に社会保険の扶養者の人は、来年の９月までは負担をしなくてもいいです

よというふうになっていますね。これが全国では 200万人いると。では、10

月から３月までは１割負担になると。それから、来年の４月以降は全額負担

になりますよというのが一つですね。国民健康保険に入っている障害者の

人については凍結がありませんから、来年の４月から満額保険料を納めな

ければならない。全国では実に 110万人いるそうです。保険料だけを考え

れば、いわゆる凍結される人たちは後期高齢者のほうに入らないほうがい

いというふうに思うのです。そこのところが、その障害の程度、あるいは障害

者の家庭の家庭内容、これによって、入ったほうがよいのか、入らないほう

がいいのか、それが選択になってくると思うのです。そういう情報そのものを

町がどう発信するかということが、個々の家庭やその障害者の人たちがどう

いう保険に入っているかによっても違いが出てきます。だから、そういう面で

非常に選択という観点からしても難しいと思うのです。 

  私が調べた範囲では、２月１日現在で後期高齢者に移る人が嵐山町は

1,650人ぐらいというふうに思います。それで、障害者の人がそのうち 99

人ぐらいいると思うのですけれども、その人たちが、ではどっちを選ぶかとい

うものを、その人個々によって違うわけです。では、町はそういう医療の内容

や、現在までの保険料の相違した中身そのものをどう発信して、その人がど

っちを選んだほうが有利なのか、そのことをやっぱり町自身はきちっと一人

一人に伝えて、選ばなければならないですね。ここのところが一番大きな問

題なのだと思います。確かに医療費そのものから考えれば、重度医療が全

部該当しますから、医療費そのものは基本的には全額町負担になっていま

すから問題にはなりませんけれども、受けられる医療が制限されるというこ



とになると、これは障害者だけに、障害者の家庭だけに、命にかかわる問題

だと。では、多少高くても、受けられる医療をきちっと受けたほうがいいとい

う人も出てくると思うのです。そこのところ町はどう発信していくのか、お聞き

をしたいというふうに思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  井上健康福祉課長。 

〇井上裕美健康福祉課長 お答えいたします。 

  ちょっと重度医療の問題と違う方向に話がいってしまったのかなという気

はするのですが、今清水議員がご指摘いただきましたように、個々の事情、

立場によりまして、一律に同じようなことが言えないということは間違いない

わけでございまして、入ったほうが有利な方、保険料で言えば被用者保険

の扶養者の方、これらにつきましては先ほどお話がありましたように、９月ま

ではゼロ円と。10月から３月までは１割で、21年度からは全額ということに

なりますので、そういったことを考えると、保険料のことを考えれば、入った

ほうが有利、そういうこともございます。そういうもろもろの事情がありますの

で、町としてもなかなか的を絞って…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇井上裕美健康福祉課長 そうですね。的を絞って広報するというのも大変

難しいわけでございまして、その辺もちょっと苦慮しているところでございま

すが、とにかく町としましては、その辺の事情も含めて、これからこの障害を

お持ちになる、先ほど92名というお話もございましたけれども、こういった方

たちがどうしたら、どちらを選んだら、選択したら有利になるのか、その辺も

含めて検討させていただきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 第 10番、清水正之議員。 

〇10番（清水正之議員） やっぱり一般、内容が非常に個人によって違い

ますから、一般的な広報というわけにはなかなかいかないのだと思うのです。

これは、先ほど話ししたように、一人一人の障害の程度によっても違います

し、加入保険によっても違うというふうになるわけですから、一人一人にやっ

ぱりきちっと対面して、やっていかざるを得ないのかなというふうに思うので

す。そうでないと、制度そのものをやっぱり理解してもらうということも必要だ

し、結果的にその人が、その家庭が不利になるということになると、これもや

っぱりまずいことだと思うのです。やっぱり重度医療の中身はあって、それ

から後期高齢者の中身がありますから、その人が医療としては、町として全

部無料にはなるのだけれども、受けられる医療では、保険料によって、その

家庭に及ぼす影響というのは違うことになりますから、それはやっぱり個々



の、個々面接ではないとできないかなと思うのです。だから、そういう点では

きちっとやっぱり、そういう方法をとっていただけるのかどうか、お聞きをして

おきたいと思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  井上健康福祉課長。 

〇井上裕美健康福祉課長 お答えいたします。 

  今お話がございましたように、個々によってさまざまな違いがございます。

もちろん所得によっても違うわけでございます。そういったことも今ご指摘い

ただいたとおりでございまして、これをどうやったら、何というのですか、対象

者の方に正確にお伝えをし、その対象者の方がその情報をもとに選択をし

ていただくということになろうかと思いますけれども、その方法というのが、

今議員さんがおっしゃられたように難しいわけでございまして、その辺もちょ

っと考えながら、対応できていければいいなというふうに思っております。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 ほかには。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 討論を終結いたします。 

  これより第 16号議案 嵐山町重度心身障害者医療費支給に関する条

例の一部を改正することについての件を採決いたします。 

  本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

          〔挙手全員〕 

〇柳 勝次議長 挙手全員。 

  よって、本案は可決されました。 
 

    ◎議案第１７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇柳 勝次議長 日程第 11、第 17号議案 嵐山町ひとり親家庭等の医療

費の支給に関する条例の一部を改正することについての件を議題といたし

ます。 

  提案者から提案説明を求めます。 

  岩澤町長。 

          〔岩澤 勝町長登壇〕 

〇岩澤 勝町長 議案第17号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げま

す。 



  議案第 17号は、嵐山町ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例の

一部を改正することについての件でございます。老人保健制度が後期高齢

者医療制度に移行されることに伴い、所要の改正を行うため、本条例の一

部を改正するものであります。 

  なお、細部説明は省略をさせていただきます。 

  以上をもちまして説明を終わらせていただきます。 

〇柳 勝次議長 細部説明は省略します。 

  提案説明が終わりましたので、質疑を行います。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 討論を終結いたします。 

  これより第 17号議案 嵐山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する

条例の一部を改正することについての件を採決いたします。 

  本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

          〔挙手全員〕 

〇柳 勝次議長 挙手全員。 

  よって、本案は可決されました。 
 

    ◎議案第１８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇柳 勝次議長 日程第 12、第 18号議案 嵐山町給水条例の一部を改正

することについての件を議題といたします。 

  提案者から提案説明を求めます。 

  岩澤町長。 

          〔岩澤 勝町長登壇〕 

〇岩澤 勝町長 議案第18号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げま

す。 

  議案第 18号は、嵐山町給水条例の一部を改正することについての件で

ございます。使用水量の少ない小規模世帯数の増加など、世帯構成の変

化に伴い、節水努力をした場合、料金に反映できるような料金体系とするた

め、本条例の一部を改正するものでございます。 

  なお、細部につきましては担当課長より説明をさせていただきます。 

  以上をもちまして説明を終わらせていただきます。 

〇柳 勝次議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。 

  小澤上下水道課長。 



          〔小澤 博上下水道課長登壇〕 

〇小澤 博上下水道課長 それでは、細部説明を申し上げます。 

  改正条例をお開きください。まず、改正前の口径13及び口径20ミリメー

トルの基本料金なのですけれども、これが 10立方までが 1,000円というこ

とです。それが基本料金が、今度は改正後は５立方まで、これが 500円と

いうことになります。それから、超過料金のところですけれども、今回左側の

改正後、６立方メートルから 10立方メートルまでの部分を加えまして、この

超過料金が１立方メートル当たり 80円となるものでございます。それから、

その次の 11立方メートルから 20立方メートルまで、これが改正前が 100

円、これが改正後が90円になるということでございます。それから、21立方

メートル以上については今までと同じということでございます。 

  附則につきましては、この条例は20年４月１日から施行するということで

ございます。 

  それでは、水道料金、どの程度減額になるかということで、きょうは参考

資料としてお配り申し上げましたけれども、それを見ていただきたいと思い

ます。水道料金表、縦のやつです。よろしいでしょうか。まず、この表を見て

いただきたいと思いますが、まず５立方メートルまで、これが先ほど申し上げ

ましたように 1,000円が 500円ということで、差額が 500円、減額率につ

いては 50％、それから６立方のところが、1,000円のやつが 580円、420

円差額があるということで、42％の減額と。それから、７立方のところが

34％、８立方のところが 26％、９立方のところが 18％の減、10立方のとこ

ろが 10％ということでございます。これで１から 10までをこういうふうに、全

部単純平均をすると、38％の減額率になるということでございます。 

  それから、20立方のところをちょっと見ていただきたいと思うのですけれ

ども、11立方メートルから 20立方メートルにつきましては、ちょうど 10％ず

つ下がっております。それで、小計のところで、１から 20までを合計をすると、

減額率については 20.98％、全部足してですよ、これはね。ですから、20

立方の人については 10％の減額になるということでございます。そして、ず

っとこれを最後、50立方のところの下のところを見ていただきますと、小計

が 6.85％の減額率になるということでございます。 

  それから、この真ん中辺のところで、25立方メートルのところを見ていた

だきたいと思うのですけれども、この辺のところは、使用者がかなり多いとい

うこと、月に 25 ということで、検針は２カ月に１回やっておりますので、大体

50立方になるのですけれども、このところが 7.27％の減になるということ

でございます。 

  それで、表については以上ですけれども、参考資料の横に開いている家



庭用水道料金収入の試算表というものをごらんいただきたいと思うのです

けれども、この答申書の後のやつですね。これが収入の試算表なのですけ

れども、これがちょっと小さいのですけれども、18年度の決算で見たもので

ございます。18年度の決算で、今の料金体系にしたらどのぐらいの金額に

なるだろうと。ですから、これは一般的に加重平均になるかなと思うのです

けれども、ここのところで、使用料金、下から４番目ぐらいのところに使用料

金というのがありますけれども、これの一番右側の総計というのがあります

けれども、これが 256190 という数字があります。これは税込みの平成 18

年度の家庭用の決算の金額でございます。２億 5,619万円というふうな数

字です。これが改正後の料金、下にありますのが236676という数字があり

ますけれども、これにつきましては現在の使用料の改正後の料金に当ては

めたらこの数字になるだろうという試算でございます。金額にすると 1,951

万 4,000円の減ということで、率にすると 7.62％の減というふうなことにな

っております。 

  これをどういうふうに出したかといいますと、まず一番左のほうの５立方

のところの改正後の料金の下を見ていただきたいと思うのですけれども、改

正後の料金500円になっていて、使用料金が5985、これは598万5,000

円という数字なのですけれども、これにつきましてはどうして出したかといい

ますと、その下に家庭用の水道使用料、今年の 19年度の５回やった検針、

これから出したわけなのですけれども、これの 10立方メートル以下、この件

数なのですけれども、10月検針というところで、951件というのがあります。

これにつきましては２カ月の検針なので 10立方メートルということで、この

数字が５立方以下のところに入ってくるだろうということでございます。そうい

うことで、左側のまた表のところの使用料金の 598万 5,000円、この数字

については、500円掛ける12カ月掛ける950件掛ける1.05ということで、

598万 5,000円という数字を出しました。そして、その右側の 10立方のと

ころの下の改正後料金 900、使用料金 7531とありますけれども、これにつ

きましては上の使用料金 10178 という数字がありますけれども、これが現

行になりますので、これのところ、平均６立米から 10立米までの平均のとこ

ろの 740円ということで 0.74を掛けた数字、10178に 0.74掛けて 7531

というふうになって、このようにしてまとめた数字が一番右側の総計というこ

とで、案分をして出させたものでございます。当然これは 18年度の合わせ

たものでありまして、今現在の水道とはまた違います。一応こういうふうに出

させていただきました。 

  これによって、この一番右側のところの経営状況等の一覧を見ていただ

きたいと思うのですけれども、嵐山町がどのくらいの位置におるかということ



でございますけれども、50番のところに嵐山町が 2,100円という数字があ

ります。これは 18年４月１日現在で、現在はまた市町村合併等によって数

字が変わっていると思いますけれども、50番であったものが、今回の改定

によれば、八潮市が 57番ですけれども、その後に来るということになります

ね。川島町の前に来るというふうなことで、今まででも 20 ミリについては低

かったのですけれども、なおまたこれは低くなったというふうなことでござい

ます。 

  それから、その後ろのページの家庭用水道料金表の比較をちょっと見て

いただきたいのですけれども、これは郡内、それから全国、それから県内と

いうふうなことで、これは日本水道協会の水道料金の料金表から抜粋をし

たものでありまして、高いところもあれば、安いところもあるということでござ

います。その中の嵐山水量別件数というふうなのがありますけれども、これ

につきましては、これ２カ月のものですけれども、零から 20のところが

1,710件、25.5％、21から 40立米が 1,824件、27.3％、41から 60

のところが 1,621件、24.2％ということで、これが２カ月分ですので、割っ

ていただければ１カ月の料金になるということでございます。ですから、今回

減額というか、使用水量が、18年度の平均で、加重平均で 7.6％ぐらいの

減になったということですけれども、水道料金の単純平均のところでも、25

立米のところで 7.27％、24で 7.69％ということで、単純平均と加重平均、

大体同じぐらいになるかなというふうに感じております。ですから、20立方メ

ートル以上の改正はありませんけれども、20立方メートル以上につきまして

も、このように料金については下がってくるのだということをご理解いただき

たいと思います。 

  以上で細部説明を終わります。 

〇柳 勝次議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行い

ます。 

  第９番、川口浩史議員。 

〇９番（川口浩史議員） 今回はすべての家庭に値下げが及ぶということで、

評価したいと思います。 

  ただ、評価してこういう聞き方はあれなのですけれども、答申書でこうい

うふうに言っているのです。答申の中に、現在の社会情勢を考えると、もっと

値下げをしたらどうかという意見があったということで答申があったわけです。

これについて、町長のお考えを伺いたいと思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 答申書の話がございましたけれども、その答申書の一番



最後のところに、引き続き町民に安全安心な水を供給するため、健全経営

に努力されたいと、重い一文が入っておりまして、こういうものをいろいろ勘

案しながら、させていただいたという状況でございます。 

〇柳 勝次議長 ほかには。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

  川口浩史議員。 

          〔９番 川口浩史議員登壇〕 

〇９番（川口浩史議員） 日本共産党の川口浩史です。給水条例の一部改

正について賛成討論を行います。 

  今回の水道料金の値下げはすべての家庭に及んでおりますが、特に使

用量の少ない人に値下げを大きくしたことは、節水をすれば料金が安くなる

というもので、評価できるものであります。そして、今後は水道事業運営委

員会の中で指摘されておりますように、今の社会情勢を考え、さらなる値下

げも検討し、これを求め、この改正条例に賛成討論といたします。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 討論を終結いたします。 

  これより第 18号議案 嵐山町給水条例の一部を改正することについて

の件を採決いたします。 

  本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

          〔挙手全員〕 

〇柳 勝次議長 挙手全員。 

  よって、本案は可決されました。 

  暫時休憩いたします。おおむね 10分間。 

          休  憩 午後 ２時３４分 

 

                                      

          再  開 午後 ２時４８分 

〇柳 勝次議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 
 

    ◎議案第１９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇柳 勝次議長 日程第 13、第 19号議案 平成 19年度嵐山町一般会計

補正予算（第６号）議定についての件を議題といたします。 

  提案者から提案説明を求めます。 

  岩澤町長。 



          〔岩澤 勝町長登壇〕 

〇岩澤 勝町長 議案第19号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げま

す。 

  議案第 19号は、平成 19年度嵐山町一般会計補正予算（第６号）議定

の件についてでございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億

3,853万 7,000円を増額をし、歳入歳出予算の総額を 59億 5,325万

9,000円とするものであります。そのほか繰越明許の設定が５件、地方債

の追加が２件、変更が４件であります。 

  なお、細部につきましては担当課長より説明をさせていただきます。 

  以上をもちまして説明を終わらせていただきます。 

〇柳 勝次議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。 

  金井政策経営課長。 

          〔金井三雄政策経営課長登壇〕 

〇金井三雄政策経営課長 議案第 19号につきまして細部説明を申し上げ

ます。 

  恐れ入りますが、７ページをお願いいたします。第２表の繰越明許費の

関係でございます。まず、８款の土木費、１項道路橋梁費でございますが、

繰越明許が３本ございます。川島49号線整備工事でございます。530万円

でございます。これにつきましては地権者等と地元との協議が若干おくれま

したので、事業がおくれてしまったためでございます。 

  次に、町道１―14号線整備工事 230万 9,000円でございますが、これ

につきましては大妻女子高等学校の前の道路でございまして、大妻女子高

等学校の敷地を、用地を買収する必要がございます。これにつきましては３

月に理事会がございまして、３月の理事会で承認をされないと買えませんの

で、今回繰越明許をさせていただくものでございます。 

  菅谷東西線整備工事１億 1,048万 1,000円でございます。これにつき

ましては一番大きいものが踏切の工事でございます。そのほか設計工事、

公有地の取得等の関係でございます。これにつきましても東武鉄道さんと

の協定の締結と、また一部の地権者等の協力がまだ得られていない等があ

りまして、繰越明許になっております。 

  次に、３項都市計画費でございます。東原第２公園整備工事でございま

す。800万円でございます。これにつきましては大幅な設計変更があったた

めでございます。 

  次に、停車場線ポケットパーク整備工事 500万でございますが、これに

つきましても大幅な設計変更がございました。歩道の整備をしていただく関

係、また 20年度に変更申請を依頼しまして、防火水槽を設置するために繰



越明許とさせていただくものでございます。 

  続きまして、８ページをお願いいたします。第３表地方債の補正でござい

ます。追加が２件ございます。古都及び緑地保全事業でございます。これに

つきましては、小千代山の用地取得の関係でございますが、補助金をいた

だきました、1,280万いただいたのですが、その取得の残金2,570万円を

起債を受けさせていただくものでございます。起債の方法、利率、償還の方

法等についてはご高覧をいただきたいと思います。なお、この起債につきま

しては、30％が交付税の基準財政需要額に入ってまいります。 

  次に、繰上償還借換債でございます。これにつきましては、全協でご説

明申し上げましたとおりでございまして、2,470万円を借換債をさせていた

だくものでございます。 

  次に、変更でございますが、農業農村整備事業でございます。これにつ

きましては４つの事業が、需用費が確定いたしましたので、限度額を 190万

減額し、補正後の限度額を 3,450万円とするものでございます。 

  次に、まちづくり交付金事業でございますが、これにつきましても事業費

の確定等によりまして 2,820万を減額いたしまして、限度額を１億 6,390

万円とするものでございます。 

  次に、道路整備事業債でございますが、これにつきましても事業の確定

によりまして 70万円を減額し、限度額を 2,640万円とするものでございま

す。 

  学校教育施設等整備事業債でございますが、これにつきましては 760

万を増額いたしまして、1,440万円にするものでございまして、これにつき

ましては菅谷小学校の給水管の工事を行いましたものを、起債を借りること

にしたものでございます。 

  恐れ入りますが、14ページをお開きいただきたいと思います。歳入でご

ざいます。１款の町税、１項町民税、２目の法人でございますが、今回２億

980万5,000円を増額補正をさせていただくものでございます。これにつき

ましては、11月末に資本金 10億円以上の法人の申告がございまして、こ

の２億 900万のうちの１億 8,700万は 10億円以上の資本金の法人から

の申告に基づくものでございます。 

  次に、12款分担金及び負担金でございます。１目の総務費負担金につ

きましては、広域バス路線の負担金をときがわ町から 16万 6,000円いた

だくものでございます。これによりまして、ときがわ町から負担金が 373万

9,000円となります。 

  次に、13款使用料及び手数料、２目の民生使用料でございますが、

220万7,000円の減額でございます。これにつきましては、なごみ、やすら



ぎの利用者の減によるものでございます。 

  14款の国庫支出金につきましては、事業の確定に伴います増減でござ

います。 

  16ページをお開きいただきたいと思います。その中で、２項の国庫補助

金でございます。１目の民生費国庫補助金で 315万円がございます。これ

につきましては新規でございまして、後期高齢者医療制度円滑導入事業費

補助金でございます。これにつきましては後期高齢者のシステムを改修す

るための費用として、国から 10割補助で補助をいただくものでございます。 

  続きまして、20ページをお開きいただきたいと思います。15款県支出金

につきましても、ほぼ事業の確定に伴うものでございますが、３項の委託金

の２目衛生費委託金 19万 8,000円でございますが、これにつきましては

新しい委託金でございまして、アライグマ個体分析調査業務委託金でござ

いまして、アライグマ 45頭を捕獲しましたその費用が委託金として来たもの

でございます。 

  21ページの16款財産収入でございます。１目の不動産売却収入でござ

いますが、これにつきましては町道と水路の払い下げを、２カ所払い下げを

行いまして、192万 3,000円でございます。 

  17款寄附金、１目の一般寄附金でございますが、これにつきましては

122条でもご報告申し上げましたが、ご夫婦で 100万円ずつ一般寄附をい

ただいておりまして、200万円をいただきました。これにつきましては財調に

積みまして、記念となる事業に活用させていただきたいと思っております。 

  次に、20款諸収入、３目の雑入238万4,000円の増額ですが、その中

で説明欄のその他の雑入で 95万 6,000円入っておりますが、これにつき

ましては平成 18年度の社会福祉協議会からの精算金でございます。社会

福祉協議会の職員が 18年度途中で退職をされましたので、その人件費の

精算金でございます。 

  続きまして、歳出に移らせていただきます。23ページをお願いいたしま

す。２款の総務費、１目の一般管理費 43万 5,000円ですが、説明欄のと

ころに財務会計システム運用管理事業で 50万円ございますけれども、これ

につきましては財務管理システムが 20年度から変わりますので、債権者の

データ入力をする費用として 50万円を計上させていただいております。 

  次に、４目の財産管理費 3,220万8,000円の増額補正でございます。

これにつきましては、まずふるさとづくり基金管理事業に 3,026万 6,000

円を積み立てをさせていただきまして、基金の総額が3,958万2,000円と

なるものでございます。次に、嵐山町ステーションホール・アイプラザの管理

事業でございまして、194万 2,000円でございます。これにつきましては、



喫茶コーナーを開くための費用として、工事請負費で 170万円、備品購入

で大きなテーブルを１つ予定しておりまして、24万 2,000円でございます。

このほか、ここのところで喫茶店を行っていただきます嵐山郷さんから、備

品あと 170万ほどは嵐山郷で買っていただく予定になっております。５目の

財政調整基金でございますが、２億596万 2,000円の増額でございます。

これによりまして、財調の残高が２億 6,399万 1,000円となるものでござ

います。 

  27ページをお願いいたします。民生費の社会福祉費でございます。７目

の後期高齢者医療広域連合負担金 315万円でございますが、これにつき

ましては、先ほど国の補助金を受けまして、システム改修をするための費用

でございます。 

  恐れ入りますが、29ページをお願いいたします。６款の農林水産業費で

ございます。29万円の増額補正でございますが、説明欄のほうをごらんい

ただければと思います。農業振興諸事業 30万円でございますけれども、農

産物フォローアップ事業で 30万、これにつきましては灯油が高騰しておりま

すので、花卉組合に 30万円の補助金を出すための予算を計上したもので

ございます。 

  次に、８款土木費、３目の道路新設改良費でございます。これにつきまし

ては 524万 4,000円の減額でございます。右側の説明欄を見ていただけ

ればと思います。まず、測量設計委託料 139万円の減額でございますが、

志賀271号と平沢101号の測量設計が終わりましたので、その差額でござ

います。 

  次に、公有財産購入費 1,000万 4,000円があるかと思います。これに

つきましては、土地開発基金に土地の買い戻しを行ったものでございまして、

これによりまして土地開発基金の現金が 3,202万 9,000円となるもので

ございます。 

  次に、30ページをお開きいただきたいと思います。まちづくり交付金事業

1,385万 8,000円の減額でございます。これにつきましては４路線の測量

が終わりまして、測量設計終わりまして、その差額 332万 9,000円を減額

するものでございます。また、公有財産購入費につきましても公有財産購入

が終わりまして、1,052万 9,000円を減額するものでございます。４目の

交通安全施設整備費 475万 9,000円の増額ですが、これにつきましては

説明のところを見ていただきますと、交通安全施設整備事業、公有財産購

入費 449万 9,000円でございます。これにつきましては、ポケットパークの

ところの歩道を買収する費用として予算を組み替えたものでございまして、

56.66平米を購入する費用でございます。 



  次に、３項の都市計画費、５目の公園費でございます。まちづくり公園費

2,349万 7,000円の減額でございますが、このうち主なものはまちづくり

交付金事業でございまして、まず委託料 297万 8,000円につきましては、

ポケットパークの測量設計を予定しておりましたが、これは県が対応すると

いうことで、全額減額をするものでございます。 

  31ページの工事請負費につきましては、ポケットパークと東原第２公園

の事業費を 2,000万円持っておりましたが、先ほど繰越明許で 1,300万

円とさせていただきます。その差額 700万円を減額するものでございます。

公有財産購入費 1,023万 1,000円の減額につきましては、ポケットパー

クの用地買収費の不用額になったものでございます。これのうち 449万

9,000円を交通安全施設のほうの公有財産のほうへ回したものでございま

す。 

  次に、９款消防費でございます。３目消防施設費 40万 6,000円でござ

いますが、消火栓の管理事業で、川島１―10号線に消火栓、現在水道工事

をやっておりますので、川島に消火栓を１基設置するための費用でございま

す。４目の防災費 166万 6,000円の減額でございますが、これにつきまし

ては火災報知機の設置事業が完了いたしましたので、186万 6,000円の

減額でございます。また、消防防災施設整備費補助金 20万円でございま

すが、これにつきましてはこの補助制度を新たに設けまして、火の見塔の取

り壊しをするための費用に補助金を出すためでございまして、補助率３分の

２で、川島にある火の見を撤去するための費用でございます。 

  10款の教育費につきましては、事業の結果に基づく増減でございます。 

  34ページをお願いいたします。12款公債費でございます。公債費の

2,471万 6,000円を増額をさせていただきますが、これにつきましては繰

上償還をするための公債費をここに新たに計上させていただいたものでご

ざいます。 

  恐れ入りますが、38ページをお願いいたします。地方債の残高の関係

でございます。前年度末現在高につきましてご高覧いただければと思いま

す。平成 18年度の地方債の残高が 60億 6,184万 5,000円でございま

した。そして、19年度に５億 590万 4,000円を借り入れ、19年度中に７億

6,191万 1,000円を償還いたしました。そうしますと、差し引き 19年度末

で 58億 583万 8,000円の地方債残高ということになります。以降につき

ましてはご高覧をいただければと思います。 

  以上で細部説明とさせていただきます。 

〇柳 勝次議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行い

ます。 



  第９番、川口浩史議員。 

〇９番（川口浩史議員） ７ページの繰越明許費の東原の公園が設計変更

になったということでご説明があったのですが、どんな設計変更になったの

か、伺いたいと思います。 

  それと、24ページの広域路線バスですが、37万 9,000円をここで入れ

るわけですね。それで伺いたいのは、乗客数が少なかったということでこれ

なのでしょうけれども、その乗客数の状況をちょっと伺いたいと思います。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  木村都市整備課長。 

〇木村一夫都市整備課長 お答え申し上げます。 

  繰越明許の東原の関係なのですけれども、設計変更の内容としまして、

あそこへ当初土の山をつくった、子供たちが遊べるような公園ということで事

業を計画していたわけですけれども、その後いろんな情勢の変化で、９区に

あるゲートボール場ですか、そういうものが土地を返さなくてはならないとい

う状況になりまして、ゲートボール場をあそこへ持っていけないかということ

で、そういうものを考慮して、ゲートボール場も含んだ形の変更ということで

ございます。 

〇柳 勝次議長 続いて、金井政策経営課長。 

〇金井三雄政策経営課長 お答えをいたします。 

  広域路線バスの関係でございますが、利用者数でございますが、４月か

ら、今手元にありますのが 12月分まででちょっとご容赦いただきたいと思う

のですが、４月から 12月までで２万 4,403人でございます。１日平均

109.4人でございます。18年度が７月から９月まで、18年７月から 19年３

月まででございますが、これにつきまして１万 9,509人、そうしますと 18年

度の平均が88.3人、19年度の平均が１日平均が109.4人の状況でござ

います。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 第９番、川口浩史議員。 

〇９番（川口浩史議員） そうしますと、伸びているということで、利用者はよ

かったなと思います。ただ、やはり路線的には、ときがわ方面が赤字になっ

ているということなのでしょうか。その分の繰り入れということなのでしょうか。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  金井政策経営課長。 

〇金井三雄政策経営課長 お答えをいたします。 

  19年度の全体の費用が 2,018万 3,000円ほどかかっております。ま



だ確定はしておりませんけれども、大体2,018万3,000円を見込んでおり

ます。運賃収入が 680万 5,000円でございまして、差し引き 1,337万

8,000円ほどがときがわ町と嵐山町で費用負担するということになるかと

思います。日影線と第二庁舎につきましてはほぼ折半でございますので、

半々で済むのですが、嵐山町の循環器センターに行っているほうが嵐山町

全額持ちますので、こちらの分が 610万円ほどを持つということでございま

す。ですから、嵐山町が 960万持つのですけれども、そのうちの 610万は

循環器センター線のほうだということになります。ですから、ときがわ町から

の２路線については 350万円ぐらいの嵐山町負担ということでございまして、

大半が循環器センターのほうの費用負担が多いということでございます。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 ほかには。 

  第 13番、渋谷登美子議員。 

〇13番（渋谷登美子議員） 幾つかなのですけれども、まず先ほどの７ペー

ジのまちづくり交付金事業の東原第２公園整備工事なのですが、ゲートボ

ール場を整備するという形になるのですけれども、一般的に子供の公園が

少ないという形で東原第２公園は要望があったと思うのですが、それについ

てやっぱりゲートボール場と兼ねてというのは、かなり子供の遊び場として

は難しい部分があるのかなと思うのですけれども、そこら辺の話し合いとい

うのはなされたのでしょうか。どうしても子供の声よりも高齢者の方のほうの

声のほうが強くなっていくと思うのですが、その辺の兼ね合いというのはど

のように考えられたのか、それで次年度に繰り越す形になったのかという形

で伺いたいと思います。 

  14ページになりますけれども、いきいきふれあいプラザの使用料が減額

になりました。これの減額の理由というのはどのように考えられているのか。

利用者が少なくなったということなのですが、これをどのように考えていって、

せっかくあるもので、住民の方がやっぱり利用しやすい形にしていかなくて

はいけないと思うのですが、その点についての考え方を伺いたいと思いま

す。 

  それと、25ページなのですが、地域生活支援事業ですけれども、入浴サ

ービスが 50万円ほどの減額補正になっていますが、入浴サービス自体は

もう余り、もともと利用なさらないという形の方が多かったのか、それともどう

いうふうな形でこれがこの数字になってきたのか、確定したからということな

のか、入浴サービスが利用しづらいということなのか、その点の原因はどの

ようにお考えになっているのか、伺いたいと思います。 

  以上です。 



〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  まず最初に、木村都市整備課長。 

〇木村一夫都市整備課長 お答え申し上げます。 

  東原の第２公園の関係なのですけれども、当初は確かに子供の遊び場

というような形だったわけですけれども、町が計画してきたものにつきまして

は、東原の土地区画整理事業の用地を少し拡大したぐらいのものの用地で

子供の遊び場を計画していたわけですけれども、それでその後、ゲートボー

ル場の関係でてきまして、あそこに以前、処理場の跡地があったわけなの

ですよね。その部分を大分話し合いの中で縮小してもらいまして、その部分

を含んだ形で公園を整備したもので、当初の計画からしますと、若干は小さ

くなっているかなというようなあれで、ゲートボール場と子供の遊ぶ場所につ

いては、場所的には区切りがされているというふうに考えております。 

  それと、話し合いの関係なのですけれども、そういうふうな話が出た、区

のほうと話をして、事業のあれを詰めて、事業を実施しているという状況で

ございます。 

〇柳 勝次議長 続いて、井上健康福祉課長。 

〇井上裕美健康福祉課長 お答えをいたします。 

  14ページのいきいきふれあいプラザの減額の理由でございます。一番

大きな理由は、半年券、あるいは年間券、これを廃止したことによりまして、

通年利用されている方が少なくなってきているというのが主な原因でござい

ます。また、なごみのおふろも廃止されたということも１つの理由だと思いま

す。これに対して、私どものほうといたしましては、利用しやすくするためとい

うこともございまして、昨年の９月、議会にお願いをいたしまして、10月から

は半年券、１年券の再開を始めました。また、さらに今議会で、やすらぎで

は入浴時間の延長を 30分、トレーニングルームが終了した後 30分延長す

るようなこともいたしております。そういったことを考えながら、これからもや

っていきたいと思いますので、ご理解をいただきたいというふうに考えます。 

  それから、25ページの入浴サービスの関係でございますけれども、当初

１人分として、年 40回、50万円ということで予算に組ませていただいたもの

でございまして、この方が家族の介助で自宅で入浴できるようになったとい

うことがございまして、50万円を減額させていただいたという理由でござい

ます。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 第 13番、渋谷登美子議員。 

〇13番（渋谷登美子議員） 東原の第２公園のことなのですが、一般的に

見ていますと、ゲートボール場等、子供の公園とは一緒に子供とゲートボー



ル場をして、高齢者とが一緒の場にいるということが、ずっと見ていてないの

ですけれども、子供の公園もあってゲートボール場もあるというふうなスタイ

ルになっているというふうに今受け取ったのですが、そこのところどうなので

しょうか。子供の遊ぶ場所と、どう見ていても高齢者の人のゲートボールと

子供の公園というか、そういった部分が一体になって遊んでいるという場を

見たことがないのですけれども、そこの点で、やはり高齢者の部分がどうし

ても重要視されて、子供の声というのがかき消されていくという現実がある

のではないかなと思うのですけれども、その点はどうなのですかね。それで、

区画整理組合の方たちとの話し合いということも、やはり地権者という方は

高齢者の方が多いですよね。子供というのは、そういうふうなところで意見を

出すことができないわけで、そこの点についての兼ね合いというのはどのよ

うな形でなされていたのか、伺いたいと思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  木村都市整備課長。 

〇木村一夫都市整備課長 お答え申し上げます。 

  子供の遊ぶ場所と、ゲートボールやる場所については、段差で区切りが

されている状況なのです、現地におきましては。で、ゲートボール場のほう

が一段低い高さで、それと子供が遊べるような土の山をつくった場所につい

ては、一段高い部分ということで区切りされているというような状況でござい

ます。それとまた、話し合いについては、そういうゲートボール場云々がなく

なるということで、そういうものを説明をして、そういう中でご理解をしてもらっ

たということで考えております。 

〇柳 勝次議長 第 13番、渋谷登美子議員。 

〇13番（渋谷登美子議員） 公園に関して、子供の遊ぶ場所に関して、子

供に意見を聞くということはないと思うのです。あそこの場に関して言えば、

全然別のところの話し合いで、子供のケアハウスをつくるときの話し合いの

場で、子供の遊ぶ場所がないのだ、なくなるのでというふうな形があったと

思うのです。そこでの子供の声というのを聞いた公園づくりとか、そういった

ものを今嵐山町ではなされていないと思うのですが、その点についてはどの

ような考え方でこれを進められているのか、伺いたいと思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  木村都市整備課長。 

〇木村一夫都市整備課長 お答え申し上げます。 

  子供の意見を聞いたことがないとおっしゃる話なのですけれども、以前に

菅谷公園におきまして、水遊び場がほしいということで、300何名の署名を

もちまして町のほうへ陳情されたというケースがありまして、それについても



簡単な小さい、本当の幼児の方たちが遊べる水遊び場をつくった経緯があ

って、それも利用しまして、今年度で４年になろうかと思うのですけれども、

つくった年については大分利用者が多かったわけです。また、年を重ねるご

とに子供が大きくなって、その地域に子供がいなくなってきて、だんだん、だ

んだん利用者がいなくなっているというような状況がありますので、今回に

ついても、子供の遊ぶ場所については確かにそういう場所を確保して、また

遊びながらそういう皆さん、子供たちの意見を、父兄の意見を聞きながら、

若干の整備が必要なものについては進めていけばいいのではないかという

ふうに考えております。 

〇柳 勝次議長 ほかには。 

  第７番、河井勝久議員。 

〇７番（河井勝久議員） ２点ほど質問させていただきます。 

  20ページの２目の衛生費委託費の関係で、アライグマの個体分析調査

なのですけれども、先ほど 45頭捕獲されたということでありますけれども、

前にも一般質問でも、この被害というのが大分ふえているという質問がござ

いましたし、それから前埼玉新聞だったですかね、県内の生態系の中で、埼

玉西部地区というのは非常にこのアライグマがふえている、被害状況が載

っていたのですけれども、嵐山町でこの実態調査というのと、推計何頭ぐら

いが生息されているのかですね。 

  それから、アライグマと同じように、ハクビシンの被害というのもかなりふ

えているというふうに聞くのですけれども、アライグマだけの実態調査で、あ

るいは捕獲で、ハクビシンについてはどのくらいになっているのか、わかりま

したらちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、31ページでありますけれども、消防費の関係で、防災費の関

係で、住宅火災警報機がすべてもう終了したというふうに思うわけでありま

すけれども、この総戸数がどのくらいの戸数になったのかですね。それから、

障害者家庭あるいはひとり住まいの高齢者家庭、その他具体的なそれぞれ

の内訳がわかりましたらお聞かせ願いたいと思いますけれども。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  まず最初に、田邊環境課長。 

〇田邊淑宏環境課長 お答えさせていただきます。 

  嵐山町の実態ということでございますけれども、アライグマにつきまして

は昨年、18年度なのですけれども、これにつきましては６月から 19年３月

31日まで、この辺で55頭捕獲されております。そしてまた、今年でございま

すけれども、昨年 19年４月１日から 20年２月末まででございますけれども、

アライグマが 50頭捕獲されているという状況でございます。実態調査につ



いては特段やってございませんけれども、一応このような形で捕獲されてい

るというような状況でございます。それとまた推計でございますけれども、こ

れにつきましては今後こういう調査を行って、県のほうで示していくのではな

いかというふうに考えております。 

  また、次にハクビシンの関係でございますけれども、ハクビシンにつきま

しては 18年度でございますけれども、15頭つかまって、捕獲してございま

す。それと、19年度の４月１日から 20年２月末まででございますけれども、

33頭捕獲しているわけでございます。これにつきましても、こういう実績を踏

まえて、県のほうでも今後推計をしていくのではないかと。また、どのような

方法で今後計画的に進めていくのかということで検討しているところでござ

います。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 続いて、安藤総務課長。 

〇安藤 實総務課長 火災警報機の設置の戸数でございますけれども、昨

年の10月 26日の日に臨時議会で請負契約の議決をいただきまして、この

ときの設置予定戸数が 2,599基でございました。その後、２回の広報、そ

れから民生委員さんにお願いいたしまして、対象世帯の訪問、これらをやっ

ていただいた結果、34基ふえまして、きょう現在で 2,633基という状況でご

ざいます。なお、まだ民生委員さん、回っていただいた結果がすべて町のほ

うに来ているわけではございませんので、まだ今後若干ふえる可能性があ

るということでございます。 

  それから、今申し上げましたきょう現在、33基の内訳でございますけれ

ども、障害者の方、障害者と防災カードに記載があった方、この方が、年齢

は別といたしまして 108基、その他でございますけれども、これは 65歳以

上、あるいは寝たきりの方とか、さまざまな方、その他に入るわけでござい

ますけれども、それが 2,525基と、こういう内容でございます。 

〇柳 勝次議長 第７番、河井勝久議員。 

〇７番（河井勝久議員） アライグマとハクビシンの関係ですけれども、年々

捕獲頭数がふえているということになるのですけれども、とりわけ南部地区、

北部地区、あると思うのですけれども、住宅街にもそういう被害出てくるのか

なと思うのですけれども、とりわけ農産物被害という形になってくると、捕獲

割合というのはどのくらいの割合で、南部と北部出てきているのでしょうか。

そのことをお聞きしておきたいのですが。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  田邊環境課長。 

〇田邊淑宏環境課長 先ほど議員の質問の中で、年々ふえているというよ



うな状況だということでございますけれども、実際の、今年、19年度に入っ

ての月ごとの集計というか、してございますので、それをちょっと言ってみた

いと思います。19年度につきましては、４月について 12頭、それと５月が

16 頭、それと６月が２頭、７月が６頭、８月が４頭、９月がゼロ、10 月が２頭、

それと 11月が３頭、12月がゼロ、１月が３頭、２月が２頭ということで、今年

に入って６月から急激に捕獲する数が減っているということでございます。と

いうことは、今まで18年度と19年度、始まりですか、その辺でかなり捕獲し

て、その成果が上がってきているのかなというふうには考えております。 

  それと、西部、北部との関係でございますけれども、これについてはやは

り多いのが、実際に取り組んでいるところは松山地域ですか、比企地域で

すか、その部分が多いわけでございまして、松山地区についてはかなりの

頭数が、集計すると全体で 500近くの、これ２月、今年の１月、19年度の１

月までなのですけれども、これで500頭ぐらいつかまっているというような状

態です。それと、南部のほうはさいたま市だとかその辺のところで多少つか

まっているということで、特にこの東松山地区が…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 町内の。 

〇田邊淑宏環境課長 嵐山のですね。すいません。これは全体的に、古里

から将軍沢まで、すべて平均しています。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 ほかには。 

  第 11番、安藤欣男議員。 

〇11番（安藤欣男議員） ２点ばかりお伺いいたします。 

  31ページの消防費、防災費なのですが、自主防災組織育成事業の中で

20万円増額。これは大字川島の火の見やぐらの撤去費用の補助金という

ことでございますが、撤去の、老朽化したからということではありましょうが、

撤去の理由と、今回こうして補正で上げたわけですが、緊急性があったとい

うことなのかどうか、なおかつ３分の２の補助だということでございます。今

後こういう形で、補助の形で出していくのか、対応の仕方についてお伺いを

したいと思います。 

  それから、もう一点は 34ページ、２目の体育施設費なのですが、海洋セ

ンター維持管理事業で、賃金として 13万 2,000円増額になっております。

海洋センターとこの増額の理由といいましょうか、その植木の手入れとか、

管理に大変厳しさがあるというのは聞いておったわけなのですが、その関

係の賃金の増額なのかどうか、その点お伺いいたします。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 



  まず最初に、安藤総務課長。 

〇安藤 實総務課長 それでは、川島地区の火の見やぐらの関係でござい

ますけれども、川島地区にも以前は自治消防がございまして、そこが解散

になったけれども、火の見やぐらは残ってきたというようなことがございまし

て、いろいろ地域で話し合いをなさったそうでございますけれども、なかなか

その火の見やぐらを取り壊すことについて地区の同意が得られなかったと。

今回、区長さんお話し合いをとくとしまして、危険だから取り壊そうと、川島

の総意になったということでございまして、そのことについて町に相談したと。

町は、今まで塗装の、議員さんご承知のとおり、火の見やぐらの塗装の補助

というのは消防分署で以前行っていたこともあったわけですけれども、そう

いうふうな補助制度がなかったものですから、新たに自治消防のそういった

火の見やぐらを維持すること、あるいは取り壊すこと、あるいは自治消防の

消防車庫の同様のことを、それらについて新たな補助制度を設けたというこ

とでございまして、これも現実的には郡内の状況ですとか、他の自治体の状

況も調査をいたしまして、町としては地元に応分を負担をしていただくのだと

いうような基本的な考え方がございまして、補助率も３分の２になったという

ことでございます。 

  なお、町内に９カ所火の見やぐらがございまして、先般の区長会の席で、

こういうふうな制度ができたので、もう一度火の見やぐらを安全点検を実施

していただきたいというお願いを区長さんに出しまして、また同様な地元の、

川島地区と同様なことが起きれば、また補正でもって予算をお願いしたいと

いうふうなことになってございます。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 続いて、田幡生涯学習課長。 

〇田幡幸信教育委員会生涯学習課長 体育施設の海洋センター維持管理

料の賃金13万2,000円の関係ですけれども、これは植木の維持管理とい

う話ではなくて、あそこに職員が引き上げた後、２名の方が交代で、１名な

のですけれども、１名ずついるわけなのですけれども、そのいる方の賃金が

不足したと。それは、当初から計算したときが、ちょっと当初の計算のミスで

７時間計算、前の町の規模というのですか、臨時職員が、正規の職員がい

たときは９時から５時までいたわけなのですが、今こちらに職員が引き上げ

た後、８時半から５時 15分までいるということで、その関係で、ちょっとそれ

が計算の誤りがありまして、その不足分ということで 13万 2,000円を追加

していただくと、そういうものでございます。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 第 11番、安藤欣男議員。 



〇11番（安藤欣男議員） 火の見やぐらの撤去の関係につきましては説明

いただきましたが、９カ所ある中で、撤去の必要といいましょうか、そういうと

ころもかなりあると思います。区長さん、区長会で説明しておるということで

すから、それぞれ関係区長さんは持ち帰って、この撤去に合意といいましょ

うか、そういうことが起こった場合には対応がするのだと思うのですが、この

要するに30万円、これは３分の２、上限が 20万なのか、約30万円の事業

費なので 20万円出したのか、その辺がどうなっているのでしょうか。なおか

つ危険なものですから、それは危険度の高いところは、今度はこういう制度

ができてといいましょうか、町が出してくれれば危ないものが撤去できるとい

うことはあり得るのだと思うのです。ですから、この地元から要望が出たもの

については、逐次対応していければいいかなというふうに思っているのです

が。既に３分の２が上限なのか、20万でカットなのか、その辺をお伺いした

いのですが。 

  それから、海洋センターについては、賃金の関係の不足になった分だと。

賃金といいましょうか、ミスだったということなのでわかりましたが、ただ維持

管理の中で、シルバーに頼んで事業をやっていただいている部分があるわ

けなのですが、とてもやり切れないと。その人数の配分ではやり切れないと

いうようなことを聞いておるわけなのですが、その辺の声はお聞きになって

いるかどうか、お伺いしたいと思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  まず最初に、安藤総務課長。 

〇安藤 實総務課長 川島の火の見やぐらの撤去は、地域で見積書を徴し

まして、その見積書の一番安い金額が 30万円くらいだということでございま

して、そのうちの３分の２の 20万円を、これは町のほうから補助金として交

付をさせていただくということの 20万でございます。補助要綱上は、３分の

２の補助率と、限度額も定められておりまして、限度額については最高 30

万ということになっています。 

〇柳 勝次議長 続いて、田幡生涯学習課長。 

〇田幡幸信教育委員会生涯学習課長 シルバーへの委託のほうが少し足

りないのではないかと。というのは、シルバーには、今まで各施設ごとに委

託費というのですか、計上していたのですが、今度の 20年度からは一括計

上して、管理していくということなのですが、ただいろんなところで植木をは

ぎるとか、道路の関係でも、３回が２回にとか、２回が１回にとか、いろいろ

なっていると思うのです。そんな関係で、町の中で全体で、体育施設に限ら

ず、このような管理にかかってくるものですか、管理費が減ってきているの

かなと思います。で、確かに少し足りないというか、という話は直接来ている



人は、毎日というのですかね、来ればいい話もありまして、言っているようで

すが、私のほうでももう少しはっきりと、今の委託形態というのが、来た中で

幾日幾人というのがはっきりしていないようなものもちょっとありますので、

新年度につきましては何人でどのようなことをとか、植木も年間３回はぎっ

たほうがいいのか、２回でいいのかというようなこともありまして、その辺の

ところを新年度は確認した上で、委託のほうを出していけたらと考えており

ます。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 ほかには。 

  第 12番、松本美子議員。 

〇12番（松本美子議員） それでは、２点ほどお尋ねさせていただきます。 

  23ページから 24ページにかかりますけれども、アイプラザでの関係な

のですけれども、そちらのほうで、先ほどの説明によりますと、喫茶店という

ようなことで説明等がありましたけれども、この工事請負の関係ですが、ど

こで請け負うのか、あるいはどのくらいの平米数を行うのか。それから備品

等の大きなテーブルというようなお話でした。その辺の細部につきましてお

尋ねさせていただき、嵐山郷さんでも負担をしていただくのだというようなこ

とでしたけれども、特にこういったようなものというような備品なのか、お尋ね

させていただきます。 

  それと、先ほどの、ほかの議員さんもお尋ねしましたけれども、31ページ

の火災報知機の関係なのですが、完了だというようなお話で、戸数等も説

明等がありましたけれども、広報あるいは民生委員さんというような形のお

話が出たと思うのですが、広報の２回というのは出たと。民生委員さんのほ

うからも、まだ出てくるかもわからないかなというようなことでしたけれども、

その辺の対応はどう考えているのか、出てくれば配布するのかということを

お尋ねをさせていただきます。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  まず最初に、金井政策経営課長。 

〇金井三雄政策経営課長 お答えをいたします。 

  まず、この工事の関係でございますけれども、今回この議会で議決をい

ただきましたら、町内の業者さんに見積もりをとって、工事を発注したいと考

えております。内容的には、５メートル 25と２メートル 50、アイプラザの中に

カウンターをつくりまして、そこでコーヒーが沸かせたり、また冷凍のケーキ

等が出せるようにしたいと考えておりまして、その中で、町ではカウンターを

つくって、あとシンクの流し台を置きます。ただ、今配水、水道工事等をアイ



プラザの中まで持ってこなくてはなりませんので、そういう工事と、電気工事

と、あとこのカウンターをつくる工事、この３つに分かれて、一本でやります

けれども、事業的にそういう内容でやらせていただくことになると思います。 

  それで、ですから冷凍庫とか冷蔵庫とか、あと調理器ですか、そういうも

のとか、あとそういうケース等については、あとテーブルも町では大きいのを

一つ買いますけれども、あと小さいのは嵐山郷さんのほうで、４人がけぐら

いの小さいテーブルを嵐山郷さんのほうで買っていただくと。町では１つの

テーブルで 10人ぐらい座れるようなテーブルを、大きいのを１つだけ買う予

定でございまして、それ以外については嵐山郷さんで購入をしていただくと

いうことでございまして、備品が全体で 200万の見積もり、嵐山郷さんが計

算しているのはそんなくらいでございましたが、そのうちの大きいテーブルだ

け町で買いますよということ、将来備品として使いますので、一応それだけ

は町のほうで購入を予定したものでございます。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 続いて、安藤総務課長。 

〇安藤 實総務課長 火災警報機の関係でございますけれども、これにつ

きましては区長会、それぞれの区長さんに大変なお骨折りをいただきまして、

防災カードを指定していただき、その防災カードに基づいて火災警報機を、

また区長さんを通じまして配布をさせていただきました。昨年２回に分けまし

て、すべて昨年末には配布ができたわけでございます。 

  ただ、中には気がつかなかった人、あるいはプライバシー等の問題もあ

って、区長さんには直接出しづらいと、こういう方もいらっしゃったわけでござ

います。議会からもそのようなご指摘をいただきました。それで、改めて広報

紙で全町民に呼びかけると同時に、民生委員さんのご協力もいただきまし

て、たしか 147世帯だったと思いましたけれども、こういった世帯を巡回をし

ていただきました。そして、防災カードの再提出をしていただきまして、それ

らの方々が出してきた防災カードに基づく火災警報機の数が先ほど申し上

げました数でございます。34棟ですね。ただ、２月１日から民生委員さん回

っていらっしゃいまして、まだすべて上がってきているのではないというふう

に考えております。ただ、今後もふえてくる可能性があると。あるいは今後も

要望していただければ、町としては対応させていただきたいという考え方で

ございます。 

〇柳 勝次議長 第 12番、松本美子議員。 

〇12番（松本美子議員） それでは、再質問させていただきますけれども、

これはアイプラザの関係なのですけれども、日数的にはどのくらいの日数を

月曜から１週間ありますけれども、その辺まではまだ検討はしていないので



しょうか。あるいは何時ごろまで予定とか、そういうようなものは、もし計画立

てているようでしたら。それで、これは嵐山郷さんのみでやるということなの

ですか。そうしますと、その辺をお尋ねさせていただきます。何人体制ぐらい

でやるのか、その辺ですけれども。あくまでもこれは嵐山郷さんで引き受け

て全部行うのか、その辺の考え方は少し聞かせていただければと思ってい

ます。 

  それと、火災報知機の関係なのですけれども、これからはまだというよう

なお話が出て、２月１日から民生委員さんのほうでというようなお話でしたけ

れども、何か予算的にというか、在庫的にというか、そういうようなものも大

丈夫なのでしょうか。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  金井政策経営課長。 

〇金井三雄政策経営課長 お答えをいたします。 

  開会日につきましては、週６日間を予定しております。現在アイプラザが、

今は３時で閉まっておりますけれども、以前８時半から６時まで開いておりま

したので、８時半から６時までは開きたいと思っております。 

  それで、指導員につきましては２人体制で午前、午後、ですから１日４人

の指導員さんが必要になるというふうに考えております。それで、障害者の

方につきましては、嵐山郷さんと、あとフレンズさん、この２カ所の方々にま

ずご参加をいただいて、ほかの方の施設もご参加いただけるのであれば、

また協議しながらしていただきたいと思っておりますが、スタートはフレンズ

さんと嵐山郷さんでいきたいと考えております。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 続いて、安藤総務課長。 

〇安藤 實総務課長 ここで 186万6,000円の減額をさせていただいてお

るわけでございますけれども、これはある程度追加分を頭に置いて減額をさ

せていただいておりますので、これからご要望いただいたものにも対応でき

る数は持っているということでご理解いただきたいと思います。 

〇柳 勝次議長 第 12番、松本美子議員。 

〇12番（松本美子議員） すいません、では最後ですので。アイプラザの関

係は嵐山郷のみかなと思ったのですけれども、フレンズさんにもというような

ことになりますと、備品の関係はフレンズのほうは費用的なものは出さない

というか、嵐山郷さんのみで出していただいて、指導ということの考え方でし

ょうか。それをお尋ねします。 

〇柳 勝次議長 金井政策経営課長。 



〇金井三雄政策経営課長 今考えておりますのは、備品につきましては嵐

山郷さんのみで出していただければと考えております。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 ほかには。 

  第 10番、清水正之議員。 

〇10番（清水正之議員） 私最初に町長にお聞きしたいというふうに思うの

ですが、繰越明許の関係なのですけれども、今回の繰越明許については、

それぞれ理由があって繰り越されるのかなというふうに思うのです。やっぱ

り地元に帰ると、道路や水路の要望は非常に多いのです。だから、そういう

面では新年度予算で、実は都市整備課が 23本の事業をやるのです。だか

ら、そういう点では、繰越明許そのものについては、できるだけやっぱり地元

からすると特に道路や水路の整備というのは、地元の人、地元の要望とい

うのは非常に多い事業なのです。それで、実際にその、今年もこういう形で

繰越明許になるわけですけれども、そういう面では、今まで嵐山町の道路や

水路の整備というのが、市街化区域内は都市計画課、調整区域は建設課

というふうに分けてきてやってきたと思うのですけれども、そういうことで繰

越明許そのものが少なくなってはいたのかなというふうには思うのです。そ

ういう面では、やっぱり繰越明許でこういう事業についての繰越明許をでき

るだけやっぱり少なくしてほしいというのが地元の要望なのだと思います。

それは、地元の要望があるからこそ、こういう形で載せてきていただいてい

るのだと思うのですけれども、そういう面では、やっぱりそれなりの人員配置

をしていかないと、やっぱりこういう繰越明許というのが出てくるのかなとい

うふうに思うのですけれども、考え方をまず最初にお聞きをしておきたいとい

うふうに思います。 

  それから、さっきのアライグマの話ですけれども、実はフォローアップ事

業で 30万の予算が補正でついたので、これはアライグマ対策かなというふ

うに思ったのですけれども、どういうようなものなのだということで、それはそ

れで今灯油そのものが高くなってきていますから、それはそれでいいと思う

のです。実は、埼玉県ではなくて、全国でも１億 6,000万ぐらいの被害が出

ていると言われていますよね、アライグマだけでね。特に埼玉県の場合は、

去年もう６年度の統計ですけれども、2,000万ぐらい出ているということな

のです。特に東松山、児玉あたりが、児玉地域が多くなってきているという

ふうに思うのですけれども、そういう面では、アライグマ対策について、前回

の議会の中で、県の予算がとれなければフォローアップ事業でやるのだよと

いう話があったかと思うのですけれども、もう一度考え方をお聞きしておきた

いというふうに思います。 



  それから、アイプラザ、嵐山郷、それからフレンズというふうに話し合わ

れましたけれども、嵐山町の中には障害者の施設３つあると思うのです。そ

のほかに作業所が何カ所かあると思うのですけれども、労働センターかな、

やすらぎか、あそこにも作業所が入っていますよね。今自立支援法が施行

になって、その施設を運営するというのが非常に大変なのです。そういう面

では、施設を運営することも大変だし、とりわけ作業所の場合は、賃金とし

て払う金額そのものも低くなってきているという状況なのです。だから、でき

るだけやっぱり町がそういう形で、その障害を持っている人たちに仕事を与

えるということであれば、そういう意味で、その特定、特定という言い方はお

かしいのかもしれませんけれども、そういう施設にやっぱりきちっを声をかけ

て、参加できるのかどうかという条件も職員数によって変わってくるのかもし

れませんけれども、やっぱり３施設、あるいは作業所等に声をかけて、事業

に協力してもらうという方法も１つの方法なのかと思うのです。だから、やる

とフレンズ、嵐山郷ということではなくて、やっぱり嵐山町の中にはそれぞれ

のそれなりの施設というのもあるし、指導員の人たちがついているし、作業

所もそういう形で運営されていると思うのです。そういうことをぜひやってほ

しいと思うのですけれども、考え方をお聞きをしておきたいというふうに思い

ます。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  まず最初に、水島産業振興課長。 

〇水島晴夫産業振興課長 まず、前回の一般質問でいただいたフォローア

ップ事業のアライグマの対策等の関係なのですけれども、今農産物の生産

組合に対しては、組合長さんにお願いをして、今年の作付に間に合うような

形で補助していきたいということでお話はしてあるのですけれども、それでま

だ当初予算には計上させていただいております。それで、なるべく早い時期

にまとめていただくような形でお願いはしてあるのですけれども、この 12日

にまた改めていろんな話にいく予定でいますので、また改めてその辺はお

願いはしていきたいと思います。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 続いて、金井政策経営課長。 

〇金井三雄政策経営課長 お答えをいたします。 

  前回やすらぎでやったときには、全部の施設の方々にご相談をかけてや

ったと思っております。そのときに、できるところが嵐山郷さんとフレンズさん

であったというふうに思っております。で、やすらぎでやっている場合、１カ月

に大体収益は 3,000円ぐらいなのです。ですから、ほとんどが持ち出しに

なってしまうのです。指導員さんの費用が。今度は、アイプラザで言いますと、



もう少しは収益が上がるかなということで、大体月に10万ぐらい上がればい

いかなと思っているのですけれども、そうしますと、ほかの四季の家さんとか

７作業所で、ウィズさん等にも声はかけてみたいと思うのですけれども、な

かなか指導員さんを出すだけのあれが出てこないのかなと考えております。

できるだけ多くの施設にも参加がいただければありがたいですから、十分検

討してみたいと思います。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 最後に、岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 繰越明許の件ですけれども、今年ここでお願いするのは５

本あるわけですが、考え方の基本とすれば議員さんおっしゃるとおりでござ

いまして、単年度でけりがつくような形で、これからもぜひ進めていきたいと

いうふうに思っています。この中でも、いろんな条件が別々、いろんな理由

があるのです。ですので、何がということは一概には言えないのですけれど

も、限られた職員がフル回転で本当に真剣に取り組んでいただいておりまし

て、こんなに事業が進んでおると逆に思うぐらいにやっていただいておりま

す。そういう中で、新年度におきましては、技術職員も採用予定をしておりま

すし、そんなことで、議員さんおっしゃるように、限られた面での中できちんと

仕上げができるように、これからもいろんな形でそういう対応をとって、きっ

ちり仕上げていくように努めていきたいというふうに思っています。 

〇柳 勝次議長 第 10番、清水正之議員。 

〇10番（清水正之議員） ぜひそういうふうにしてほしいなというふうに思う

のです。実は私、新年度予算の中の参考資料を数えてみたら、都市整備課

がやる事業が 23本もあるのです。実際に、今年みたいな形で繰越明許に

なってしまうということになると、新年度予算でせっかくこの道路が整備され

るよ、そういう話が地元のほうに伝わると、地元の人は喜ぶのです。それに

はやっぱりスタッフをそろえなければならないと思うし、そういう住民にやっ

ぱりきちっとこたえて、人員配置も含めて、ぜひ繰越明許のないような形で

お願いしたいというふうに思います。要望でいいです。 

〇柳 勝次議長 ほかに。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 討論を終結いたします。 

  これより第 19号議案 平成 19年度嵐山町一般会計補正予算（第６号）

議定についての件を採決いたします。 



  本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

          〔挙手全員〕 

〇柳 勝次議長 挙手全員。 

  よって、本案は可決されました。 

  この際暫時休憩いたします。おおむね 10分間。 

          休  憩 午後 ３時５８分 

 

                                      

          再  開 午後 ４時１０分 

〇柳 勝次議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 
 

    ◎議案第２０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇柳 勝次議長 日程第 14、第 20号議案 平成 19年度嵐山町国民健康

保険特別会計補正予算（第５号）議定についての件を議題といたします。 

  提案者から提案説明を求めます。 

  岩澤町長。 

          〔岩澤 勝町長登壇〕 

〇岩澤 勝町長 議案第20号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げま

す。 

  議案第 20号は、平成 19年度嵐山町国民健康保険特別会計補正予算

（第５号）議定についての件でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ 1,564万 3,000円を増額をし、歳入歳出予算の総額を 18億

4,005万 7,000円とするものでございます。 

  なお、細部につきましては担当課長より説明をさせていただきます。 

  以上をもちまして説明を終わらせていただきます。 

〇柳 勝次議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。 

  馬場町民課長。 

          〔馬場章夫町民課長登壇〕 

〇馬場章夫町民課長 それでは、嵐山町国民健康保険特別会計の補正予

算につきまして、細部に入らせていただきます。 

  ページといたしましては 50ページをお願いいたします。歳入でございま

すけれども、国庫支出金、療養給付費負担金ですか、614万1,000円を増

額させていただくものでございますが、年度末ですか、そちらのほうに入りま

して、療養給付、現物分に当たる分が大分高くなってまいりまして、600万

円ほど増額させていただくものでございます。続きまして、２目でございます

が、高額療養費共同事業負担金につきましては、確定になりまして、減額の



52万 6,000円ほどさせていただくものでございます。 

  ３款の支出金の補助のほうでございますが、１目の財政調整交付金にな

りましては、こちらのほうの特別調整交付金関係と、高齢者医療制度円滑

導入の事業の関係でございまして、事業の進捗等によりまして、年度末整

理に当たります関係で 147万 8,000円ほど減額させていただくものでござ

います。 

  続きまして、次のページの５款の県支出金でございます。こちらのほうに

つきましても、これにつきましては先ほどの国保と同じ算式によりまして減額

対象となってくるものでございます。 

  ７款の共同事業交付金でございますが、こちらにつきましては 1,674万

9,000円ほど増額させていただくものでございますが、こちらのほうにつき

ましても、医療費関係ですか、80万円以上の医療費が 80万円を超えた場

合の 100分の 59ということで交付されるものでございますが、こちらのほう

につきましても、年度末に当たり増額させていただくものでございます。２目

でございますが、保険財政共同安定化事業交付金でございますが、こちら

につきましては減額の 471万 7,000円ほどさせていただくものでございま

して、１年間分の 30万円を超える、レセプトの関係で８万円を超える部分の

59％から交付額を減らした総額が決定したものによりまして、減額させてい

ただくものでございます。 

  続きまして、歳出の関係でございますが、一般管理費でございます。補

正額といたしまして 322万 5,000円ほどさせていただくものでございます。

データベースのソフト関係につきまして100万円、インストール代47万円で

すか、それからシステム改修分に当たります関係の 70から 74歳の変更シ

ステム改修ですか、10万 5,000円、高齢者受給者証等含めまして 322万

5,000円ほどの補正額をお願いするものでございます。 

  保険給付費でございますが、こちらのほうにつきましても先ほどの補助と

同様でございまして、今後２カ月支給していく額に対するものでございまして、

こちらのほう、予想を含めますが、1,806万 2,000円ほど増額させていた

だくものでございます。 

  ５款の共同事業につきましては、１目でございますが、拠出金であります。

こちらのほうにつきましては、額の確定に伴いまして、210万 3,000円ほど

減額させていただくものでございます。同じく４目につきましても、570万

4,000円ほど減額措置をとらせていただくものでございます。 

  ６款の県事業の関係でございますが、１目の疾病予防につきましては

226万 7,000円ほど減で補正予算を組ませていただくものでございますが、

こちらのほうにつきましては、ヘルスアップ事業につきまして 98万 2,000



円ほど減額でございます。あとは、コンピューター健康調査委託料につきま

して 128万 5,000円ほどの額を減額させていただくものでございます。 

  10款の予備費につきましては 443万円を予備費に充てまして、歳出の

調整をさせていただくものでございます。よろしくお願いいたします。 

〇柳 勝次議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行い

ます。 

  第９番、川口浩史議員。 

〇９番（川口浩史議員） 52ページの歳出の保険給付費、この 1,866万

2,000円、ちょっとよくわからなかったのですけれども、予想を超えるという

ことでお話あったわけですが、何の予想を超えてこれだけの病気の人がふ

えてしまったのか、もし差し支えなかったら伺えればと思いますけれども。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  馬場町民課長。 

〇馬場章夫町民課長 給付でございますが、年間分をこちらで実績等を勘

案しまして年間を立てていくわけでございますが、今年の年度初め等はほ

ぼ予想どおり来たわけですが、この後半になりまして、そちらのほうの額が

伸びてしまっている状況でございますので、現物支給分ですか、そちらのほ

うの医者にかかった分ですか、それの分がふえておるために、こちらのほう

の支出になってくると思われますので、支出額をふやしていただくものでご

ざいます。 

〇柳 勝次議長 第９番、川口浩史議員。 

〇９番（川口浩史議員） そうすると、特別の病気ではなくて、全般に病気に

なった、国保加入者の全員という言い方は悪いけれども、そういう全般に病

気の人が多かったということで、例えば心疾患、循環器だとか、脳だとか、あ

るいはインフルエンザだとかという要因ではないわけですか。 

〇柳 勝次議長 馬場町民課長。 

〇馬場章夫町民課長 昨年の決算等で報告させていただきましたような項

目ですか、循環器系とか、それから腎、尿路系ですか、それとか呼吸器、消

化器関係ですか、こういった全般にわたるものが増額になってしまっており

ますので、この対応をとらせていただくものでございます。 

〇柳 勝次議長 ほかには。 

  第 13番、渋谷登美子議員。 

〇13番（渋谷登美子議員） 共同事業交付金、歳入でふえていますけれど

も、80万以上の医療費にかかるものということですよね。すると、80万円以

上の医療費にかかるものがかなりふえてきているということは、高額な療養

費というか、大病というのですか、そういった形のものがふえてきているとい



うことになるのでしょうか。その点を伺いたいと思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  馬場町民課長。 

〇馬場章夫町民課長 お答えさせていただきます。 

  こちらのほうの共同事業の歳入でございますが、こちらのほうに関しまし

て、90件ほどの件数となっております。それで、金額的なものを参考に申し

上げさせていただきますと、80万から 100万円が 22名、100万から 150

万が 30名、それから 150万から 200万ですか、12名、200万から 250

万が８名、250から 300万が７名、300万から 400万ですか、こちらのほう

も８名、400万から 500万円に関しまして２名、500万円以上、500万から

600万ですか、この範囲が１名ございまして、こういった関係の分に当たっ

てくると思われます。よろしくお願いします。 

〇柳 勝次議長 第 13番、渋谷登美子議員。 

〇13番（渋谷登美子議員） すいません、今私は減と聞こえたのですけれ

ども、実際には増加しているのですよね、それで人数が減になって、件数が

減になって、歳入が増加ということなのですか。ちょっとよくわからなくて、そ

の説明伺うと。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  馬場町民課長。 

〇馬場章夫町民課長 減と申したか、自分のほう、ちょっとその辺が定かで

はございませんが、90件ほどになりまして、ただいま申し上げました人数等

が該当しまして、増額ですか、1,670万 9,000円ほどの増額というふうに

お伝えしたいわけだったのですが、よろしくお願いいたします。 

〇柳 勝次議長 ほかには。 

  第 11番、安藤欣男議員。 

〇11番（安藤欣男議員） １点お伺いしますが、疾病予防費が大分高額に、

減額になっております。226万 7,000円、補正ですが、これは理由はどん

な理由なのでしょうか。国保ヘルスアップ事業、特定保険指導委託 98万

2,000円、国保保健指導事業、コンピューター健康調査委託料 128万

5,000円、この２つの事業で減額になっておるのですが、理由はどんな理

由なのでしょうか。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  馬場町民課長。 

〇馬場章夫町民課長 お答えいたします。 

  国保ヘルスアップ事業ですか、20年度から始まる特定健診ですか、そう

いったような同じような事業が補助金をいただきまして、嵐山町で体験でき



たわけなのですが、その事業に当たりまして人数制限がございまして、町で

予定したのが、50人以上の規模でこの補助事業をやっていこうと考えてご

ざいました。ところが、こちらのほうに参加していただける人ですか、必死に

探したわけですが、50人を下ってしまいまして、29名だったかな、減となっ

てしまったために、補助額を戻されてまいりました。 

  もう一点でございますが、このコンピューター健診の関係の事業でござい

ますが、こちらのほうは、その参加してくれた皆さんのデータをもとに、新しく

どういった病気等に対応したらいいかというデータをつくっていきたかったわ

けですが、そちらのほうの事業の取り組みですか、おくれにおくれてまいりま

して、申請までたどり着かなかったというのが実際になっておりました。とい

うのは、担当されます職員のほうが、大けがも重なりまして、緊急の事態が

起きてしまったわけですが、そういったことも考慮していただければと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

〇柳 勝次議長 第 11番、安藤欣男議員。 

〇11番（安藤欣男議員） 大変正直な答弁で、はっきりしておりますが、た

だ予定を、10人で予定していたのが 29人だったという、努力した結果こう

だったというのですが、なかなかこういう事業を展開するのが難しいというこ

となのでしょうかね。で、そうするとこれから、先ほど清水さんの前にも質問

をしておりましたが、これからの事業展開がなかなか難しいなというふうな

感じを持つのです。どうしたらいいかという知恵を絞ってやらなくてはいけま

せんが、国保の関係、人数がふえ、老齢化もしていくというもの、形の中で、

ただ予防事業は何としても進めなければなりません。 

  したがって、国保とは直接は関係ないとは言いませんが、このヘルスア

ップ事業だとか、こういうのをやっぱりもっと幅広く展開をしていかなければ

ならないというふうに思っておりますが、これに対する今後の考え方をちょっ

とお聞きしたいと思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  馬場町民課長。 

〇馬場章夫町民課長 お答えさせていただきます。 

  正式、今度町に事務課ですか、20 年からなってくるわけでございますが、

そういった事業に関しましては広報等を通じまして、また回覧等ですか、そう

いったものをふやしながら、東洋医学で未病ということらしいのですが、その

段階を発掘したいのだということを町民の皆さんに理解していただきまして、

この事業に参加されますことを願っているところでございます。そういった事

業に対する理解をいただくことが大変難しいのかなと思うのですが、その病

気になる前段に対して事業をやっていきたいと考えておりますので、よろしく



お願いいたします。 

〇柳 勝次議長 続いて、岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 今課長のほうからの答弁のとおりなのですけれども、この

事業についても、係とすると、対象の人決まっていますので、電話でもうそ

れこそお願いにお願いを重ねて出ていただいたのです。というぐらいに、今

議員さんおっしゃるように、本当にこの出ていただく、意識を持っていただく

という、いかに難しいかということなのです。それで、そういう中で、めざせ

100歳をやった菅谷の２区のところなんかは、きょうもちょっと大きく小鹿野

のあれが載っていたのですけれども、ここのところなんかに視察に行ってい

るのです。そのめざせ 100歳元気！元気！事業終わって、元気の会という

のができているのですけれども、それが自主的にこういうところに行ってやっ

ているのです。やっぱりそういう意識がないと、健康事業受けてくださいと言

っても、おれは大丈夫だよというようなことになってしまうのですけれども、や

っぱり自分の健康は自分で気にしていただく、注意をしていただく、責任持っ

ていただく、そういうことをぜひいろんな機会でやっていかないと、さっきの

パーセントを維持をしていくというのは本当に至難のわざだと思うのです。で

すから、これからも、これに関する意識をいかに広めていくか、これにかかっ

ていると思いますので、ぜひ議員の皆様方にもご支援とお力をいただきた

いと思っています。よろしくお願いします。 

〇柳 勝次議長 ほかには。 

  第 10番、清水正之議員。 

〇10番（清水正之議員） 私の聞き方がちょっとまずかったのかもしれない

のですけれども、コンピューターの国保の保健指導事業が全額減額というこ

とだったのですか。それだけちょっと教えてもらいたいと思うのです。 

〇柳 勝次議長 馬場町民課長。 

〇馬場章夫町民課長 お答えさせていただきます。 

  初め健診ですか、そちらのほうをやりまして、その健診した皆さんの後の

結果ですか、そちらのほうをコンピューター判断を行っていくわけでございま

した。それが事業のずれと、そういったもろもろの関係がございまして、その

事業に取り組めなかった状況でございます。ということで、全額が減額、補

助申請ができず、対象にならなかったということでご理解いただければと思

いますが、よろしくお願いいたします。 

〇柳 勝次議長 第 10番、清水正之議員。 

〇10番（清水正之議員） 20何人がヘルスアップ事業に参加をしたわけで

すよね。その人のデータをもとにして保健指導をやっていくのだと思うのです

けれども、そのやった事業の成果そのものをコンピューターに入力をすると



いうことなのだと思うのです。それができなかったということは、そのデータ

そのものが、せっかく事業をやったのだけれども、データがきちっと入力され

ていないということは、せっかく参加した人たちを、これからその人たちの健

康をどう守って、どう指導していくのかというデータそのものがなくなってしま

うというか、あるのでしょうけれども、そういうものはやっぱり一つ一つの積

み重ねになるわけですから、それはそれできちっとやっていかなければなら

ない問題なのだと思うのです。それができなかったということは、人的な問

題が原因があったのか、どこに原因があったのか、なぜできなかったのかと

いうのをきちっとはっきりさせておかないと、せっかく事業をやっても、その一

つ一つの積み重ねがデータとして残っていかなければ、特に健康を守って

管理をしていくという面では非常に大事なことなのだと思うのですけれども、

それはどこに原因があったのでしょうか。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  馬場町民課長。 

〇馬場章夫町民課長 お答えいたします。 

  その実際に研修を受けてくださった方ですか、そちらのほうは担当におき

まして、いろいろデータ的に資料は取り込んだわけでございますが、こちら

のコンピューター関係の委託に入っているという部分が、連合会のほうでデ

モ的な事業になるための部分に加わってくるのかなという感じでうちのほう

も取り入れたわけでございますが、こちらのほうへは、町として事業が展開

できなかったという状況でございます。その参加くださった皆さんの日ごろの

調査項目等は担当のほうでとらえているのですが、その最後の結果にまと

める部分ですか、その部分がちょっと不足して、この事業ができなかったの

で、不足してしまったという状況でございます。よろしくお願いします。 

〇柳 勝次議長 第 10番、清水正之議員。 

〇10 番（清水正之議員） やっぱり一応町民の健康を守っていくというのは、

そういう人たちと、特に保健指導というものだから強くなる、強められていく

わけですから、そのデータそのものを、そのときのものをきちっとやっぱりデ

ータとして残して、ではその次のときに、現在やったもののどこがまずくて、

どう改善して、どう健康になってくるかという一つ一つがやっぱり積み重ねな

のだと思うのです。だから、その部分は、もし人的な問題で人が足らなくてで

きなかったのであれば、きちんとやっぱりそういう部分をフォローしながら、

やっぱり一人一人を守っていくということが、一人一人のデータをきちっとや

っぱり町が管理をして、そのデータの上に立って保健指導していくということ

が必要なのだと思うのです。ぜひそういうふうにやっていただきたいと思うの

ですけれども、町長よろしくお願いします。いいです。 



〇柳 勝次議長 ほかには。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 討論を終結いたします。 

  これより第20号議案 平成19年度嵐山町国民健康保険特別会計補正

予算（第５号）議定についての件を採決いたします。 

  本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

          〔挙手全員〕 

〇柳 勝次議長 挙手全員。 

  よって、本案は可決されました。 
 

    ◎議案第２１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇柳 勝次議長 日程第 15、第 21号議案 平成 19年度嵐山町介護保険

特別会計補正予算（第３号）議定についての件を議題といたします。 

  提案者から提案説明を求めます。 

  岩澤町長。 

          〔岩澤 勝町長登壇〕 

〇岩澤 勝町長 議案第21号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げま

す。 

  議案第 21号は、平成 19年度嵐山町介護保険特別会計補正予算（第３

号）議定についての件でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ 106万 4,000円を増額をし、歳入歳出予算の総額を９億 4,045万

5,000円とするものでございます。 

  なお、細部につきましては担当課長より説明をさせていただきます。 

  以上をもちまして説明を終わらせていただきます。 

〇柳 勝次議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。 

  井上健康福祉課長。 

          〔井上裕美健康福祉課長登壇〕 

〇井上裕美健康福祉課長 議案第 21号の細部につきましてご説明申し上

げます。 

  64 ページをお開きいただきたいと思います。初めに歳入でございますが、

３款国庫支出金の５目、総務費補助金 52万 8,000円の増額でありますが、

制度改正に伴いますシステム改修の補助金でございます。 

  次に、７款繰入金のその他一般会計繰入金につきましては、システム改



修費用といたしまして 94万 2,000円の増額を、また認定調査費等 42万

7,000円減額することに伴い、差し引きいたしますと 51万 5,000円を増

額させていただくものでございます。 

  次に、65ページ、歳出をお願いいたします。１款の一般管理費147万円

の増額でありますが、制度改正に伴いますシステム改修委託料でございま

す。２目の認定調査費等は、認定調査員の賃金83万円の減額及び当初の

見込みより申請者が多かったことによりまして、主治医意見書作成手数料

に不足が生じるため、40万 3,000円の増額、差し引きいたしますと 42万

7,000円の減額となるものでございます。基金積立金２万 3,000円につき

ましては、利子分を介護給付費準備基金積立金へ積み立てるものでござい

ます。 

  ６款予備費でございますが、2,000円を減額いたしまして、補正後の額

を 915万円とするものでございます。 

  以上で細部説明を終わらせていただきます。 

〇柳 勝次議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行い

ます。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 討論を終結いたします。 

  これより第21号議案 平成19年度嵐山町介護保険特別会計補正予算

（第３号）議定についての件を採決いたします。 

  本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

          〔挙手全員〕 

〇柳 勝次議長 挙手全員。 

  よって、本案は可決されました。 
 

    ◎議案第２２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇柳 勝次議長 日程第 16、第 22号議案 平成 19年度嵐山町水道事業

会計補正予算（第４号）議定についての件を議題といたします。 

  提案者から提案説明を求めます。 

  岩澤町長。 

          〔岩澤 勝町長登壇〕 

〇岩澤 勝町長 議案第22号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げま

す。 



  議案第 22号は、平成 19年度嵐山町水道事業会計補正予算（第４号）

議定についての件でございます。収益的収入及び支出の予定額につきまし

ては、事業収益を 534万 3,000円増額をし、合計５億 5,486万 4,000

円に、事業費用のほうを８万1,000円減額をし、合計４億8,690万5,000

円とするものでございます。資本的収入及び支出の予定額につきましては、

資本的収入を 40万円増額をし、合計 240万円とするものであります。 

  なお、細部につきましては担当課長より説明をさせていただきます。 

  以上をもちまして説明を終わらせていただきます。 

〇柳 勝次議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。 

  小澤上下水道課長。 

          〔小澤 博上下水道課長登壇〕 

〇小澤 博上下水道課長 それでは、細部説明を申し上げます。 

  78ページをお願いいたします。予算の執行計画でご説明申し上げます。

収入ですけれども、１款の事業収益、１項営業収益、１目給水収益、一番右

手、施設の水道料金のほうなのですけれども、これは 934万 7,000円の

増ということですけれども、これにつきましては、当初は有収水量 269万

3,000立米と見ていたものでございますが、これは 274万 2,000立方ぐ

らいになるだろうということで、1.8％ぐらいの増ということでございます。 

  それから、その下の工事収益 200万円の減ということでございますが、

これにつきましては当初予定した支出のところ、工事請負費で 200万円が

減額になっていますけれども、給配水管の切り回し工事等がなかったという

ことでございます。 

  それから、その下の雑収益454万4,000円の減ということですけれども、

これについては新設加入金、当初は 30、40、50 ミリ、これの口径のものを

見ていたのですけれども、こういうものがなかったということで、450万

4,000円を減額したということでございます。50 ミリの加入金が 220万

5,000円ですので、そういったところが大きいということでございます。 

  それから、その下にいって営業外収益になるわけですけれども、預金利

息、有価証券利息、有価証券売却益ということで、それぞれ増額をしており

ます。最終的には国債が 400万円、定期預金が 150万円ということで、

550万円ぐらいが営業外収益として入ってくるということでございます。 

  それから、次の支出のところなのですけれども、これにつきましては一番

下の特別損失のところなのですけれども、過年度損益修正損というのがあ

りますけれども、87万 6,000円、これは欠損処分ということで、49人分と

いうことでございます。 

  次のページ、80ページをお願いします。資本的収入なのですけれども、



法人負担金ということで、これは川島地内の消火栓の工事ということでござ

います。 

  以上で細部説明を終わります。 

〇柳 勝次議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行い

ます。 

  第 13番、渋谷登美子議員。 

〇13番（渋谷登美子議員） 78ページなのですけれども、有価証券利息と

有価証券売却益と出てきますが、この有価証券はどの程度購入しているの

か伺いたいと思うので、これはこの嵐山町の水道予算の範囲内でどの程度

まで許されるものなのか、伺いたいと思います。 

〇柳 勝次議長 答弁を求めます。 

  小澤上下水道課長。 

〇小澤 博上下水道課長 お答えいたします。 

  有価証券、これにつきましては今国債のほうで大体５億円から６億円ぐら

い、これ流動資産として扱っておりますので、これについては可能な限り許

されるということで、ぜひその水道課についてはなるべく有利なもので運用

して、少しでも利益を上げていくというのが事業管理者としての責務の一つ

かと、こういうふうに考えております。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 ほかには。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 討論を終結いたします。 

  これより第22号議案 平成19年度嵐山町水道事業会計補正予算（第４

号）議定についての件を採決いたします。 

  本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

          〔挙手全員〕 

〇柳 勝次議長 挙手全員。 

  よって、本案は可決されました。 
 

    ◎休会の議決 

〇柳 勝次議長 お諮りいたします。 

  議事の都合により、３月５日、３月６日、３月７日、３月 10日及び３月 11

日は休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 



          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇柳 勝次議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、３月５日、３月６日、３月７日、３月 10日及び３月 11日は休会す

ることに決しました。 
 

    ◎散会の宣告 

〇柳 勝次議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

（午後 ４時４８分） 


